
泉大津市議会令和７年第４回定例会会議事項

（令和７年12月10日）



会 議 事 項 
 

種 別 番 号 事 件 名 ページ 

議 案 ７１ 
泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部改正の件 
５  

同 ７２ 泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部改正の件  

同 ７３ 泉大津市職員の退職手当に関する条例の一部改正の件  

同 ７４ 泉大津市都市公園条例の一部改正の件  

同 ７５ 泉大津市水道事業給水条例の一部改正の件  

同 ７６ 泉大津市役所庁舎受電設備外更新工事請負契約締結の件  

同 ７７ 指定管理者の指定の件  

同 ７８ 指定管理者の指定の件  

同 ７９ 市道路線の廃止の件  

同 ８０ 市道路線の認定の件  

同 ８１ 動産買入れの件  

同 ８２ 動産売払いの件  

同 ８３ 監査委員の選任について同意を求める件  

同 ８４ 令和７年度泉大津市一般会計補正予算の件  

同 ８５ 令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算の

件  

同 ８６ 令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算の件  

１３

２１

２７

３３

３７

４１

４３

４５

４９

５７

６１

６５

６９

１０１

１１７
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種 別 番 号 事 件 名 ページ 

議 案 ８７ 令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算の件  

同 ８８ 令和７年度泉大津市水道事業会計補正予算の件  

 

１３７

１５３
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議案第７１号

泉大津市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正の件

泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）が改正され、準法定事務が新設されたこと及び地方公共団体

情報システムの標準化に伴い、所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例（案）

泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年泉大

津市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

第４条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。

４ 市長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務（法第９条第１項に

規定する準法定事務を含む。）を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号

管理機能（市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登

外者（市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。）を特定する固

有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。）による住登外者の情報の管

理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）であって自らが保有するも

のを利用することができる。

別表第１中「通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた

取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるも

の」を「住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの」に改め、同表に次のように加える。

７ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理

に関する事務であって規則で定めるもの

別表第２中４の項を削る。

別表第３に次のように加える。

３ 教育委員会 住登外者宛名番号

管理機能による住

登外者の情報の管

市長 住登外者宛名情

報であって規則

で定めるもの
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理に関する事務で

あって規則で定め

るもの

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（参 考）

泉大津市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例（案）要綱

本条例（案）は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（以下「番号利用法」という。）が改正され、準法定事務が新設されたこ

と及び地方公共団体情報システムの標準化に伴い、所要の改正を行うものであるこ

と。

１ 改正内容

⑴ 番号利用法の改正に伴い、従前は個人番号を利用した市の独自事務（以下「独

自利用事務」という。）として定める必要があった外国人に対する生活保護に準

じた保護に関する事務が準法定事務として定められることになったことから、

所要の改正を行うものであること。（別表第１及び別表第２関係）

⑵ 自治体情報システム標準化に伴い、住登外者宛名番号管理機能を用いて行う

事務について、独自利用事務として定める必要が生じたことから、所要の改正

を行うものであること。（第４条、別表第１及び別表第３関係）

２ 施行期日

この条例（案）は、公布の日から施行するものであること。
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泉大津市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（個人番号の利用範囲）

第４条 （略）

２及び３ （略）

４ 市長又は教育委員会は、法別表の

各項の下欄に掲げる事務（法第９条

第１項に規定する準法定事務を含

む。）を処理するために必要な限度

で、住登外者宛名番号管理機能（市

の事務を処理するために利用する情

報システムの機能であって住登外者

（市の住民基本台帳に記録されてい

ない者をいう。以下同じ。）を特定す

る固有の番号を付番し、管理するも

のをいう。以下同じ。）による住登外

者の情報の管理に関する情報（以

下「住登外者宛名情報」という。）

であって自らが保有するものを利用

することができる。

５ （略）

別表第１（第４条関係）

機関 事務

１ 市長 （略）

２ 市長 （略）

（個人番号の利用範囲）

第４条 （略）

２及び３ （略）

４ （略）

別表第１（第４条関係）

機関 事務

１ 市長 （略）

２ 市長 （略）
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改 正 案 現 行

３ 市長 （略）

４ 市長 住登外者宛名番号管理機能

による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規

則で定めるもの

５ 教育

委員会
（略）

６ 教育

委員会
（略）

７ 教育

委員会

住登外者宛名番号管理機能

による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規

則で定めるもの

別表第２（第４条関係）

機関 利用事務 特定個人情報

１ 市長 （略） （略）

２ 市長 （略） （略）

３ 市長 （略） （略）

３ 市長 （略）

４ 市長 通知に基づき、行政措置と

して日本国民に対する生活

保護に準じた取扱いによっ

て実施されている外国人の

保護に関する事務であって

規則で定めるもの

５ 教育

委員会
（略）

６ 教育

委員会
（略）

別表第２（第４条関係）

機関 利用事務 特定個人情報

１ 市長 （略） （略）

２ 市長 （略） （略）

３ 市長 （略） （略）

４ 市長 通知に基づ

き、行政措

置として日

本国民に対

する生活保

護に準じた

取 扱 い に

よって実施

されている

外国人の保

護に関する

事務であっ

て規則で定

めるもの

住民票関係

情報、地方

税関係情報

であって規

則で定める

もの
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改 正 案 現 行

別表第３（第５条関係）

照会機関 事務 提供機関
特定個

人情報

１ 教育

委員会
（略） （略） （略）

２ 教育

委員会
（略） （略） （略）

３ 教育

委員会

住登外者

宛名番号

管理機能

による住

登外者の

情報の管

理に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの

市長 住登外者

宛名情報

であって

規則で定

めるもの

別表第３（第５条関係）

照会機関 事務 提供機関
特定個

人情報

１ 教育

委員会
（略） （略） （略）

２ 教育

委員会
（略） （略） （略）
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議案第７２号

泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の一部改正の件

泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第２００号）が施行され、

国政選挙における選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成の公費負担に係る

限度額が引き上げられたことに伴い、泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙にお

ける公費負担についても、これに準じ所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条

例（案）

泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（平成６年泉大津市条例第１号）の一部を次のように改正する。

第９条中「５４１円３１銭」を「５６８円８８銭」に改める。

第１３条及び第１４条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その

期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示され

た選挙については、なお従前の例による。
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（参 考）

泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条

例（案）要綱

 
本条例（案）は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行され、国政選挙

における選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成の公費負担に係る限度額が

引き上げられたことに伴い、泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における公費

負担についても、これに準じ所要の改正を行うものであること。

１ 改正内容

選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成の公費負担に係る限度額

を引き上げるものであること。（第９条、第１３条及び第１４条関係）

２ 附則に関する事項

⑴ 施行期日

この条例（案）は、公布の日から施行するものであること。（改正条例附則第

１項）

⑵ 適用区分

改正後の泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の規定は、この条例（案）の施行の日（以下「施行日」という。）

以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日

を告示された選挙については、なお従前の例によるものであること。（改正条例

附則第２項） 
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泉大津市議会議員及び泉大津市長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（選挙運動用ポスターの作成の公費負

担額及び支払手続）

第９条 泉大津市は、候補者（前条の

届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方である

ポスターの作成を業とする者に支払

うべき金額のうち、当該契約に基づ

き作成された選挙運動用ポスターの

１枚当たりの作成単価（当該作成単

価が、５８６円８８銭に当該選挙が

行われる区域におけるポスター掲示

場の数を乗じて得た金額に３１６，

２５０円を加えた金額を当該選挙が

行われる区域におけるポスター掲示

場の数で除して得た金額（１円未満

の端数がある場合には、その端数

は、１円とする。以下「単価の限度

額」という。）を超える場合には、

当該単価の限度額）に当該選挙運動

用ポスターの作成枚数（当該候補者

を通じて当該選挙が行われる区域に

おけるポスター掲示場の数に相当す

る数の範囲内のものであることにつ

き、委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、委

（選挙運動用ポスターの作成の公費負

担額及び支払手続）

第９条 泉大津市は、候補者（前条の

届出をした者に限る。）が同条の契

約に基づき当該契約の相手方である

ポスターの作成を業とする者に支払

うべき金額のうち、当該契約に基づ

き作成された選挙運動用ポスターの

１枚当たりの作成単価（当該作成単

価が、５４１円３１銭に当該選挙が

行われる区域におけるポスター掲示

場の数を乗じて得た金額に３１６，

２５０円を加えた金額を当該選挙が

行われる区域におけるポスター掲示

場の数で除して得た金額（１円未満

の端数がある場合には、その端数

は、１円とする。以下「単価の限度

額」という。）を超える場合には、

当該単価の限度額）に当該選挙運動

用ポスターの作成枚数（当該候補者

を通じて当該選挙が行われる区域に

おけるポスター掲示場の数に相当す

る数の範囲内のものであることにつ

き、委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、委
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改 正 案 現 行

員会が確認したものに限る。）を乗

じて得た金額を、第７条後段におい

て準用する第２条ただし書に規定す

る要件に該当する場合に限り、当該

ポスターの作成を業とする者からの

請求に基づき、当該ポスターの作成

を業とする者に対し支払う。

（選挙運動用ビラの作成の公費負担額

及び支払手続）

第１３条 泉大津市は、候補者（前条

の規定による届出をした者に限

る。）が同条の契約に基づき当該契

約の相手方であるビラの作成を業と

する者に支払うべき金額のうち、当

該契約に基づき作成された選挙運動

用ビラの１枚当たりの作成単価（当

該作成単価が８円３８銭を超える場

合は、８円３８銭）に当該選挙運動

用ビラの作成枚数（当該候補者を通

じて、法第１４２条第１項第６号に

定める枚数の範囲内のものであるこ

とにつき、委員会が定めるところに

より、当該候補者からの申請に基づ

き、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額を、第１１

条後段において準用する第２条ただ

し書に規定する要件に該当する場合

に限り、当該ビラの作成を業とする

員会が確認したものに限る。）を乗

じて得た金額を、第７条後段におい

て準用する第２条ただし書に規定す

る要件に該当する場合に限り、当該

ポスターの作成を業とする者からの

請求に基づき、当該ポスターの作成

を業とする者に対し支払う。

（選挙運動用ビラの作成の公費負担額

及び支払手続）

第１３条 泉大津市は、候補者（前条

の規定による届出をした者に限

る。）が同条の契約に基づき当該契

約の相手方であるビラの作成を業と

する者に支払うべき金額のうち、当

該契約に基づき作成された選挙運動

用ビラの１枚当たりの作成単価（当

該作成単価が７円７３銭を超える場

合は、７円７３銭）に当該選挙運動

用ビラの作成枚数（当該候補者を通

じて、法第１４２条第１項第６号に

定める枚数の範囲内のものであるこ

とにつき、委員会が定めるところに

より、当該候補者からの申請に基づ

き、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額を、第１１

条後段において準用する第２条ただ

し書に規定する要件に該当する場合

に限り、当該ビラの作成を業とする
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改 正 案 現 行

者からの請求に基づき、当該ビラの

作成を業とする者に対し支払う。

（選挙運動用ビラの作成の公費負担の

限度額）

第１４条 第１１条の規定により選挙

運動用ビラを作成する場合の公費負

担の限度額は、候補者１人につい

て、８円３８銭に選挙運動用ビラの

作成枚数（当該作成枚数が法第１４

２条第１項第６号に定める枚数を超

える場合には、同号に定める枚数）

を乗じて得た金額とする。

者からの請求に基づき、当該ビラの

作成を業とする者に対し支払う。

（選挙運動用ビラの作成の公費負担の

限度額）

第１４条 第１１条の規定により選挙

運動用ビラを作成する場合の公費負

担の限度額は、候補者１人につい

て、７円７３銭に選挙運動用ビラの

作成枚数（当該作成枚数が法第１４

２条第１項第６号に定める枚数を超

える場合には、同号に定める枚数）

を乗じて得た金額とする。
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議案第７３号 

 

泉大津市職員の退職手当に関する条例の一部改正の件 

 

 泉大津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。 

 

令和７年１２月１０日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

理 由 

近年雇用の流動性が高まるなか、任命権者間の相互了解のもとに行われる計画的

な人事交流ではなく、国又は他の地方公共団体から引き続いて本市職員となる事例

が増加している状況を踏まえ、退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算におい

て、任命権者が定める事由により引き続いて職員となった場合を除き、国又は他の

地方公共団体における在職期間を含めないものとするため、所要の改正を行うもの

である。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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泉大津市条例第 号

泉大津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例（案）

泉大津市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年泉大津市条例第１７号）の一

部を次のように改正する。

第８条第５項中「（以下「職員以外の地方公務員等」という。）が」の次に「任

命権者が定める事由により、」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の泉大津市職員の退職手当に関する条例第８条第５項の規定は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同項に規定する職員以外の地方公

務員等（以下「職員以外の地方公務員等」という。）が引き続いて職員（同条例第

２条に規定する職員をいう。以下同じ。）となった場合の勤続期間の計算について

適用し、施行日前に職員以外の地方公務員等が引き続いて職員となった場合の勤

続期間の計算については、なお従前の例による。

− 23 −



（参 考）

泉大津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例（案）要綱

本条例（案）は、近年雇用の流動性が高まるなか、任命権者間の相互了解のもと

に行われる計画的な人事交流ではなく国又は他の地方公共団体から引き続いて本市

職員となる事例が増加している状況を踏まえ、退職手当の算定の基礎となる勤続期

間の計算において、任命権者が定める事由により引き続いて職員となった場合を除

き、国又は他の地方公共団体における在職期間を含めないものとするため、所要の

改正を行うものであること。

１ 改正内容

職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）

第２条に規定する者であって、給与の支給を受けていない者又は常時勤務に服す

ることを要しない者以外のもの（以下「職員以外の地方公務員等」という。）が、

引き続いて本市の職員となった場合に、退職手当の算定の基礎となる勤続期間の

計算において、任命権者が定める事由により採用された場合を除き、その者の職

員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含めないこととするもので

あること。（第８条第５項関係）

２ 附則に関する事項

⑴ 施行期日

この条例（案）は、公布の日から施行するものであること。（改正条例附則

第１項）

⑵ 経過措置

この条例（案）の施行に関し、所要の経過規定を定めるものであること。（改

正条例附則第２項）
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泉大津市職員の退職手当に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（勤続期間の計算）

第８条 （略）

２～４ （略）

５ 第１項に規定する職員としての引

き続いた在職期間には、職員以外の

地方公務員又は国家公務員退職手当

法（昭和２８年法律第１８２号）第

２条に規定する者であって、給与の

支給を受けていない者又は常時勤務

に服することを要しない者以外のも

の（以下「職員以外の地方公務員

等」という。）が任命権者が定める事

由により、引き続いて職員となった

ときにおけるその者の職員以外の地

方公務員等としての引き続いた在職

期間を含むものとする。この場合に

おいて、次の各号に掲げる期間は、

その者の職員以外の地方公務員等と

しての引き続いた在職期間として計

算するものとする。ただし、退職に

よりこの条例の規定による退職手当

に相当する給与の支給を受けている

ときは、当該給与の計算の基礎と

なった在職期間（当該給与の計算の

基礎となるべき在職期間がその者が

在職した他の地方公共団体若しくは

（勤続期間の計算）

第８条 （略）

２～４ （略）

５ 第１項に規定する職員としての引

き続いた在職期間には、職員以外の

地方公務員又は国家公務員退職手当

法（昭和２８年法律第１８２号）第

２条に規定する者であって、給与の

支給を受けていない者又は常時勤務

に服することを要しない者以外のも

の（以下「職員以外の地方公務員

等」という。）が引き続いて職員と

なったときにおけるその者の職員以

外の地方公務員等としての引き続い

た在職期間を含むものとする。この

場合において、次の各号に掲げる期

間は、その者の職員以外の地方公務

員等としての引き続いた在職期間と

して計算するものとする。ただし、

退職によりこの条例の規定による退

職手当に相当する給与の支給を受け

ているときは、当該給与の計算の基

礎となった在職期間（当該給与の計

算の基礎となるべき在職期間がその

者が在職した他の地方公共団体若し

くは国の退職手当に関する規定又は
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改 正 案 現 行

国の退職手当に関する規定又は特定

地方独立行政法人（地方独立行政法

人法（平成１５年法律第１１８号）

第２条第２項に規定する特定地方独

立行政法人をいう。以下同じ。）の退

職手当の支給の基準（同法第４８条

第２項又は第５１条第２項に規定す

る基準をいう。以下同じ。）において

明確に定められていない場合におい

ては、当該給与の額を退職の日にお

けるその者の給料月額で除して得た

数に１２を乗じて得た数に相当する

月数）は、その者の職員としての引

き続いた在職期間には含まないもの

とする。

⑴～⑺ （略）

６～１０ （略）

特定地方独立行政法人（地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第２項に規定する特定地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）

の退職手当の支給の基準（同法第４

８条第２項又は第５１条第２項に規

定する基準をいう。以下同じ。）にお

いて明確に定められていない場合に

おいては、当該給与の額を退職の日

におけるその者の給料月額で除して

得た数に１２を乗じて得た数に相当

する月数）は、その者の職員として

の引き続いた在職期間には含まない

ものとする。

⑴～⑺ （略）

６～１０ （略）
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議案第７４号

泉大津市都市公園条例の一部改正の件

泉大津市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

泉大津市公共施設適正配置基本計画に基づき、本市が設置する都市公園穴師公園

の公園施設であるプールを廃止するため、所要の改正を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市都市公園条例の一部を改正する条例（案）

泉大津市都市公園条例（昭和４７年泉大津市条例第３１号）の一部を次のように

改正する。

別表第１穴師公園の部を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（参 考）

泉大津市都市公園条例の一部を改正する条例（案）

要綱

本条例（案）は、泉大津市公共施設適正配置基本計画に基づき、本市が設置する

都市公園穴師公園の公園施設であるプール（以下「穴師公園プール」という。）を廃

止するため、所要の改正を行うものであること。

１ 改正内容

穴師公園プールを廃止することに伴い、プールの使用料に係る規定を削除する

ものであること。（別表第１関係）

２ 施行期日

この条例（案）は、公布の日から施行するものであること。
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泉大津市都市公園条例新旧対照表

改 正 案 現 行

別表第１

公園名 公園施設 単位 使用料 円

古池公園 （略） （略） （略）

三十合池

公園
（略） （略） （略）

助松公園 （略） （略） （略）

備考 （略）

別表第１

公園名 公園施設 単位 使用料 円

古池公園 （略） （略） （略）

三十合池

公園
（略） （略） （略）

助松公園 （略） （略） （略）

穴師公園 プール 一般使用 大人 １人１回 ５００

小人 １人１回 １００

専用使用 幼児用

プール
午前 ７，０００

午後 １４，０００

全日 １８，０００

全施設 午前 ４０，０００

午後 ８０，０００

全日 １２０，０００

団体使用 ３０人以上 １割引

５０人以上 ２割引

１００人以上 ３割引

備考 （略）
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議案第７５号

泉大津市水道事業給水条例の一部改正の件

泉大津市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

理 由

災害その他非常の場合において、指定給水装置工事事業者の確保が困難と判断さ

れるときは、他の市町村長又は他の市町村長の指定を受けたものによる給水装置工

事の実施を可能とするため、規定の整備を行うものである。

これが、この条例案を提出する理由である。
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泉大津市条例第 号

泉大津市水道事業給水条例の一部を改正する条例

（案）

泉大津市水道事業給水条例（昭和３３年泉大津市条例第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第７条第１項に次のただし書を加える。

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長又は他の市町村

長が同項の指定をした者が工事及び特別水道施設工事を施行する必要があると認

めるときは、この限りでない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（参 考）

泉大津市水道事業給水条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（工事及び特別水道施設工事の施行）

第７条 工事及び特別水道施設工事

は、市長又は第８条第１項に規定す

る指定給水装置工事事業者が施行す

る。ただし、災害その他非常の場合

において、市長が他の市町村長又は

他の市町村長が同項の指定をした者

が工事及び特別水道施設工事を施行

する必要があると認めるときは、こ

の限りでない。

２及び３ （略）

（工事及び特別水道施設工事の施行）

第７条 工事及び特別水道施設工事

は、市長又は第８条第１項に規定す

る指定給水装置工事事業者が施行す

る。

２及び３ （略）
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議案第７６号

泉大津市役所庁舎受電設備外更新工事請負契約締結

の件

泉大津市役所庁舎受電設備外更新工事請負契約を次のとおり締結したいので、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 昭和３９年泉大津

市条例第６号 第２条の規定により、市議会の議決を求める。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 契 約 金 額 ２９３，６２１，９００円

２ 契約の相手方 所 在 大阪市西区江戸堀一丁目９番２５号

名 称 ダイダン株式会社大阪本社

専務執行役員大阪本社代表 北 村 広 外 志
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（参 考）

工事概要 泉大津市役所庁舎受電設備外更新工事一式

（受電設備及び非常用発電設備更新に伴う電気・機械設備工事、外構改

修工事）

工 事 請 負 仮 契 約 書 （ 概 要 ）

１ 工 事 名 泉大津市役所庁舎受電設備外更新工事

２ 工 事 場 所 泉大津市東雲町９番１２号

３ 工 期 市議会の議決があった日から令和９年３月１５日まで

４ 請負代金額 ￥２９３，６２１，９００－

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

￥２６，６９２，９００－

５ 契約保証金 泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第１

１４条（請負代金額の１００分の１０に相当する額以上）

又は第１１６条の規定による。

上記の工事について、発注者泉大津市と受注者ダイダン株式会社大阪本社は、

工事請負仮契約を締結するものとする。

なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第２条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和７年１１月１２日

発注者 泉大津市

代表者 泉大津市長 南 出 賢 一 印

受注者 大阪市西区江戸堀一丁目９番２５号

ダイダン株式会社大阪本社

専務執行役員大阪本社代表 北 村 広 外 志 ㊞
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直流電源装置

新規引込柱 12m

職員会館

屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

非常用ディーゼル発電装置
正面玄関

切替後、撤去
電気室

西
玄
関

機械室

公用車車庫

全体配置図（地下１階）

目隠しﾌｪﾝｽ

屋外型キュービクル直流電源装置
H=2000

目隠しﾌｪﾝｽ

8KL 重油タンク
【地中】

機器配置図

燃料ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ196L
非常用ディーゼル発電装置350KVA

機器配置図参照

H=2000

正面玄関
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議案第７７号

指 定 管 理 者 の 指 定 の 件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次

の施設の指定管理者の指定について市議会の議決を求める。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

泉大津市立総合福祉センター

２ 指定管理者に指定する団体

泉大津市東雲町９番１５号

社会福祉法人泉大津市社会福祉協議会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議案第７８号

指 定 管 理 者 の 指 定 の 件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次

の施設の指定管理者の指定について市議会の議決を求める。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

⑴ 池上曽根弥生学習館

⑵ 池上曽根史跡公園

２ 指定管理者に指定する団体

ＡＫＮ共同事業体

代表団体 東京都目黒区東山一丁目５番４号 ＫＤＸ中目黒ビル６階

アクティオ株式会社

構成団体 大阪市中央区難波二丁目２番３号

近鉄ファシリティーズ株式会社

構成団体 東京都港区台場二丁目３番４号

株式会社乃村工藝社

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議案第７９号

市 道 路 線 の 廃 止 の 件

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項において準用する同法第８

条第２項の規定により、次の路線の廃止について市議会の議決を求める。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

路 線 名 区 間
重要な

経過地
備 考

西港町１１号線
起点 西港町１４０番地先

終点 同 １２７番地先
― 別紙見取図１

板原５２号線
起点 板原町三丁目５８９番地の２先

終点 同 ５８９番地の６先
― 別紙見取図２
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議案第８０号

市 道 路 線 の 認 定 の 件

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の路線の認

定について市議会の議決を求める。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

路 線 名 区 間
重要な

経過地
備 考

西港町１１号線
起点 西港町１４０番地の１先

終点 同 １３１番地の１先
― 別紙見取図１

板 原 ５ ２ 号 線
起点 板原町三丁目５８９番地の２先

終点 同 ５８８番地の４先
― 別紙見取図２

下之町１２号線
起点 下之町８８番地の８先

終点 同 ８８番地の１５先
― 別紙見取図３

上之町１６号線
起点 上之町１０８番地の６先

終点 同 １０８番地の９先
― 別紙見取図４

助 松 ２ ３ 号 線
起点 助松町二丁目６８０番地の１先

終点 同 ６５５番地の３６先
― 別紙見取図５

曽 根 ２ ３ 号 線
起点 曽根町一丁目１０５番地の７先

終点 同 ４６３番地の９先
― 別紙見取図６
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議案第８１号

動 産 買 入 れ の 件

定期予防接種に係る五種混合ワクチンを次のとおり買い入れたいので、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年泉大津市条例

第６号）第３条の規定により、市議会の議決を求める。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 買入れ額 ３３，９６５，１８４円

２ 買入れ先 所 在 東大阪市中小阪五丁目１６番３号

名 称 一般財団法人大阪防疫協会防疫資材部

理事長 今 田 光 三
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（参 考）

物品売買単価仮契約書（概要）

１ 件名（品名） 定期予防接種に係るワクチン購入（五種混合ワクチン）

２ 納 入 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

３ 単価契約金額 １４，０８０円（予定数量 ２，１９３本）

（消費税及び地方消費税を含まない金額）

４ 契約保証 金 泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第

１１４条（契約金額の１００分の１０に相当する額以上）

又は第１１６条の規定による。

上記物品の買入れについて、発注者泉大津市と受注者一般財団法人大阪防疫協

会防疫資材部は、物品売買単価仮契約を締結するものとする。

なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和７年１１月２０日

発注者 泉大津市

代表者 泉大津市長 南 出 賢 一 印

受注者 東大阪市中小阪五丁目１６番３号

一般財団法人大阪防疫協会防疫資材部

理事長 今 田 光 三 ㊞
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議案第８２号

動 産 売 払 い の 件

泉大津市立小・中学校に配備していた学習者用タブレットを次のとおり売り払い

たいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により、市議会の議決を求める。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

１ 売払金額 ２７，５８２，５００円

２ 売払い先 所在 愛知県大府市柊山町三丁目３３番地

名称 リネットジャパンリサイクル株式会社

代表取締役 黒 田 武 志
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（参 考）

物品売買単価仮契約書（概要）

１ 件名（品名） 泉大津市学習者用タブレット売払い

２ 売 払 い 期 限 令和８年３月３１日

３ 単価契約金額 ５，５００円

４ 売払い予定数量 ５，０１５台

５ 契 約 保 証 金 泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第

１１４条（契約金額の１００分の１０に相当する額以上）

又は第１１６条の規定による。

上記物品の売払いについて、発注者泉大津市と受注者リネットジャパンリサイ

クル株式会社は、物品売買仮契約を締結するものとする。

なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

令和７年１１月１１日

発注者 泉大津市

代表者 泉大津市長 南 出 賢 一 印

受注者 愛知県大府市柊山町三丁目３３番地

リネットジャパンリサイクル株式会社

代表取締役 黒 田 武 志 ㊞
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議案第８３号

監査委員の選任について同意を求める件

次の者を泉大津市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１９６条第１項の規定により、市議会の同意を求める。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一

記

識見を有する者のうちから選任する者

氏 名 池 田 学

理 由

本市監査委員池田学氏は、令和７年１２月１７日をもって任期満了となるので、

その後任を選任する必要がある。
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令 和 ７ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第３号）
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議案第８４号

令和７年度泉大津市一般会計補正予算

令和７年度泉大津市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７４７ ００３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９ １９２ ５３８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1100 地地方方交交付付税税 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

11 地地方方交交付付税税 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

1144 国国庫庫支支出出金金 99,,005599,,556600 222211,,338822 99,,228800,,994422

11 国国庫庫負負担担金金 66,,776666,,992277 220044,,003377 66,,997700,,996644

22 国国庫庫補補助助金金 22,,222200,,008877 1155,,994444 22,,223366,,003311

33 委委託託金金 7722,,554466 11,,440011 7733,,994477

1188 繰繰入入金金 22,,557722,,228899 △△8844,,885500 22,,448877,,443399

11 特特別別会会計計繰繰入入金金 4466,,339922 6622,,556666 110088,,995588

22 基基金金繰繰入入金金 22,,552255,,889977 △△114477,,441166 22,,337788,,448811

1199 繰繰越越金金 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

11 繰繰越越金金 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

2211 市市債債 11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000

11 市市債債 11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000

歳歳 入入 合合 計計 3388,,444455,,553355 774477,,000033 3399,,119922,,553388

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

22 総総務務費費 55,,008855,,000022 446655,,551144 55,,555500,,551166

11 総総務務管管理理費費 33,,779988,,116622 446655,,003377 44,,226633,,119999

44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費 227755,,885588 447777 227766,,333355

33 民民生生費費 1188,,220022,,002277 330033,,558899 1188,,550055,,661166

11 社社会会福福祉祉費費 77,,442266,,446677 △△11,,992277 77,,442244,,554400

22 児児童童福福祉祉費費 66,,664499,,336655 3344,,559922 66,,668833,,995577

33 生生活活保保護護費費 33,,226633,,557711 227700,,000000 33,,553333,,557711

55 国国民民年年金金費費 2266,,775511 992244 2277,,667755

77 土土木木費費 33,,771100,,998888 1199,,335577 33,,773300,,334455

22 道道路路橋橋りりょょうう費費 660099,,330022 △△2211,,228855 558888,,001177

66 住住宅宅費費 666611,,445577 4400,,664422 770022,,009999

99 教教育育費費 33,,553322,,665555 △△4411,,445577 33,,449911,,119988

11 教教育育総総務務費費 11,,229911,,441177 △△5566,,227744 11,,223355,,114433

22 小小学学校校費費 774466,,115511 1166,,663322 776622,,778833

66 保保健健体体育育費費 115500,,990044 △△11,,881155 114499,,008899

歳歳 出出 合合 計計 3388,,444455,,553355 774477,,000033 3399,,119922,,553388
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

1100 地地方方交交付付税税 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

11 地地方方交交付付税税 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

1144 国国庫庫支支出出金金 99,,005599,,556600 222211,,338822 99,,228800,,994422

11 国国庫庫負負担担金金 66,,776666,,992277 220044,,003377 66,,997700,,996644

22 国国庫庫補補助助金金 22,,222200,,008877 1155,,994444 22,,223366,,003311

33 委委託託金金 7722,,554466 11,,440011 7733,,994477

1188 繰繰入入金金 22,,557722,,228899 △△8844,,885500 22,,448877,,443399

11 特特別別会会計計繰繰入入金金 4466,,339922 6622,,556666 110088,,995588

22 基基金金繰繰入入金金 22,,552255,,889977 △△114477,,441166 22,,337788,,448811

1199 繰繰越越金金 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

11 繰繰越越金金 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

2211 市市債債 11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000

11 市市債債 11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000

歳歳 入入 合合 計計 3388,,444455,,553355 774477,,000033 3399,,119922,,553388

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

22 総総務務費費 55,,008855,,000022 446655,,551144 55,,555500,,551166

11 総総務務管管理理費費 33,,779988,,116622 446655,,003377 44,,226633,,119999

44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費 227755,,885588 447777 227766,,333355

33 民民生生費費 1188,,220022,,002277 330033,,558899 1188,,550055,,661166

11 社社会会福福祉祉費費 77,,442266,,446677 △△11,,992277 77,,442244,,554400

22 児児童童福福祉祉費費 66,,664499,,336655 3344,,559922 66,,668833,,995577

33 生生活活保保護護費費 33,,226633,,557711 227700,,000000 33,,553333,,557711

55 国国民民年年金金費費 2266,,775511 992244 2277,,667755

77 土土木木費費 33,,771100,,998888 1199,,335577 33,,773300,,334455

22 道道路路橋橋りりょょうう費費 660099,,330022 △△2211,,228855 558888,,001177

66 住住宅宅費費 666611,,445577 4400,,664422 770022,,009999

99 教教育育費費 33,,553322,,665555 △△4411,,445577 33,,449911,,119988

11 教教育育総総務務費費 11,,229911,,441177 △△5566,,227744 11,,223355,,114433

22 小小学学校校費費 774466,,115511 1166,,663322 776622,,778833

66 保保健健体体育育費費 115500,,990044 △△11,,881155 114499,,008899

歳歳 出出 合合 計計 3388,,444455,,553355 774477,,000033 3399,,119922,,553388
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款 項

４ 都 市 計 画 費 千円

６ 住 宅 費 千円

第 ２ 表　繰 越 明 許 費 補 正

泉 大 津 駅 西 地 区
周 辺 整 備 事 業

9,929

７ 土 木 費

128,032

追加

事　　　　業　　　　名 金　　　　　額

二 田 ・ 寿 市 営 住 宅
整 備 事 業
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第 ３ 表　債 務 負 担 行 為 補 正　　　

追加

事　　　　　　項 期　　　　　　間

池 上 曽 根 弥 生 学 習 館 及 び
泉 大 津 市 池 上 曽 根 史 跡 公 園
指 定 管 理 業 務 委 託 料

令和７年度～令和12年度

図 書 館 図 書 購 入 費

図 書 館 及 び 学 校 図 書 管 理
シ ス テ ム 賃 借 料

限　度　額

令和７年度～令和８年度 千円30,000

204,500 千円

102,246 千円令和７年度～令和13年度

− 73 −



償　　　還　　　の　　　方　　　法

資金区分 償還期限 据置期間 償還方法

千円

普通貸借 8.0%以内 政府資金 半 年 賦 及 び 市 財 政 の 都
又は 又は銀行 年 賦 元 利 均 合により償還

証券発行 その他資金 等、半年賦元 期 限 を 短 縮
金 均 等 償 還 し 、 若 し く は
又 は 満 期 一 繰 上 償 還 又
括 償 還 ■ ■ は 低 利 に 借

換えすること
ができる。■

■

合　　計 1,792,200

補正前の額 1,674,400

（補正額） 117,800

同　　上 同　　上 同　　上

5年以内 1年以内 同　　上 同　　上

補正後 89,000 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上

情 報 環 境
整 備 事 業 費

補正前 0 同　 上 同　　上 同　　上

25年以内 5年以内 同　　上 同　　上

補正後 334,700 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上

市 営 住 宅
整 備 事 業 費

補正前 314,400 同　 上 同　　上 同　　上

補正後 232,400 同　 上 同　　上 同　　上 同　　上

（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
に つ い て 、
利率の見直
し を 行 っ た
後において
は、当該見
直し後の利
率 ） ■ ■■

■

その他

認定こども園施設
整 備 事 業 費 補正前 223,900 20年以内 3年以内

第 ４ 表  地 方 債 補 正

起 債 の 目 的 限 度 額
起　債
の方法

利  率
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令和７年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第３号）
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1100 地地方方交交付付税税 ４４，，９９７７００，，００００００ ２２６６７７，，９９２２６６ ５５，，２２３３７７，，９９２２６６

1144 国国庫庫支支出出金金 ９９，，００５５９９，，５５６６００ ２２２２１１，，３３８８２２ ９９，，２２８８００，，９９４４２２

1188 繰繰入入金金 ２２，，５５７７２２，，２２８８９９ △△８８４４，，８８５５００ ２２，，４４８８７７，，４４３３９９

1199 繰繰越越金金 １１，，００００００ ２２２２４４，，７７４４５５ ２２２２５５，，７７４４５５

2211 市市債債 １１，，６６７７４４，，４４００００ １１１１７７，，８８００００ １１，，７７９９２２，，２２００００

歳歳 入入 合合 計計 ３３８８，，４４４４５５，，５５３３５５ ７７４４７７，，００００３３ ３３９９，，１１９９２２，，５５３３８８
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

1100 地地方方交交付付税税 ４４，，９９７７００，，００００００ ２２６６７７，，９９２２６６ ５５，，２２３３７７，，９９２２６６

1144 国国庫庫支支出出金金 ９９，，００５５９９，，５５６６００ ２２２２１１，，３３８８２２ ９９，，２２８８００，，９９４４２２

1188 繰繰入入金金 ２２，，５５７７２２，，２２８８９９ △△８８４４，，８８５５００ ２２，，４４８８７７，，４４３３９９

1199 繰繰越越金金 １１，，００００００ ２２２２４４，，７７４４５５ ２２２２５５，，７７４４５５

2211 市市債債 １１，，６６７７４４，，４４００００ １１１１７７，，８８００００ １１，，７７９９２２，，２２００００

歳歳 入入 合合 計計 ３３８８，，４４４４５５，，５５３３５５ ７７４４７７，，００００３３ ３３９９，，１１９９２２，，５５３３８８
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 総総務務費費 55,,008855,,000022 446655,,551144 55,,555500,,551166 447777 446655,,003377

33 民民生生費費 1188,,220022,,002277 330033,,558899 1188,,550055,,661166 222266,,110099 88,,550000 22,,113377 6666,,884433

77 土土木木費費 33,,771100,,998888 1199,,335577 33,,773300,,334455 △△995599 2200,,330000 1166

99 教教育育費費 33,,553322,,665555 △△4411,,445577 33,,449911,,119988 △△44,,224455 8899,,000000 △△114499,,555533 2233,,334411

歳歳 出出 合合 計計 3388,,444455,,553355 774477,,000033 3399,,119922,,553388 222211,,338822 111177,,880000 △△114477,,441166 555555,,223377
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 総総務務費費 55,,008855,,000022 446655,,551144 55,,555500,,551166 447777 446655,,003377

33 民民生生費費 1188,,220022,,002277 330033,,558899 1188,,550055,,661166 222266,,110099 88,,550000 22,,113377 6666,,884433

77 土土木木費費 33,,771100,,998888 1199,,335577 33,,773300,,334455 △△995599 2200,,330000 1166

99 教教育育費費 33,,553322,,665555 △△4411,,445577 33,,449911,,119988 △△44,,224455 8899,,000000 △△114499,,555533 2233,,334411

歳歳 出出 合合 計計 3388,,444455,,553355 774477,,000033 3399,,119922,,553388 222211,,338822 111177,,880000 △△114477,,441166 555555,,223377
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税 ((項項)) 11 地地方方交交付付税税

((項項)) 11 地地方方交交付付税税

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 地地方方交交付付税税 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266 11 地地方方交交付付税税 226677,,992266 普普通通交交付付税税

計計 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,005599,,556600 222211,,338822 99,,228800,,994422

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 66,,667700,,776611 220044,,003377 66,,887744,,779988 11 社社会会福福祉祉費費負負担担金金 11,,553377 特特別別障障ががいい者者手手当当等等負負担担金金

33 生生活活保保護護費費負負担担金金 220022,,550000 生生活活保保護護費費負負担担金金

計計 66,,776666,,992277 220044,,003377 66,,997700,,996644

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 773322,,003333 2211,,114488 775533,,118811 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 2211,,114488 就就学学前前教教育育・・保保育育施施設設整整備備交交付付金金

44 土土木木費費国国庫庫補補助助金金 555599,,778822 △△995599 555588,,882233 11 土土木木費費補補助助金金 △△2211,,228800 先先導導的的官官民民連連携携支支援援事事業業補補助助金金

33 住住宅宅費費補補助助金金 2200,,332211 社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（市市営営住住宅宅建建替替事事業業））
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税 ((項項)) 11 地地方方交交付付税税

((項項)) 11 地地方方交交付付税税

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 地地方方交交付付税税 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266 11 地地方方交交付付税税 226677,,992266 普普通通交交付付税税

計計 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,005599,,556600 222211,,338822 99,,228800,,994422

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 66,,667700,,776611 220044,,003377 66,,887744,,779988 11 社社会会福福祉祉費費負負担担金金 11,,553377 特特別別障障ががいい者者手手当当等等負負担担金金

33 生生活活保保護護費費負負担担金金 220022,,550000 生生活活保保護護費費負負担担金金

計計 66,,776666,,992277 220044,,003377 66,,997700,,996644

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 773322,,003333 2211,,114488 775533,,118811 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 2211,,114488 就就学学前前教教育育・・保保育育施施設設整整備備交交付付金金

44 土土木木費費国国庫庫補補助助金金 555599,,778822 △△995599 555588,,882233 11 土土木木費費補補助助金金 △△2211,,228800 先先導導的的官官民民連連携携支支援援事事業業補補助助金金

33 住住宅宅費費補補助助金金 2200,,332211 社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（市市営営住住宅宅建建替替事事業業））

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 1100 地地方方交交付付税税 ((項項)) 11 地地方方交交付付税税

((項項)) 11 地地方方交交付付税税

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 地地方方交交付付税税 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266 11 地地方方交交付付税税 226677,,992266 普普通通交交付付税税

計計 44,,997700,,000000 226677,,992266 55,,223377,,992266

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

99,,005599,,556600 222211,,338822 99,,228800,,994422

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金

((項項)) 11 国国庫庫負負担担金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 民民生生費費国国庫庫負負担担金金 66,,667700,,776611 220044,,003377 66,,887744,,779988 11 社社会会福福祉祉費費負負担担金金 11,,553377 特特別別障障ががいい者者手手当当等等負負担担金金

33 生生活活保保護護費費負負担担金金 220022,,550000 生生活活保保護護費費負負担担金金

計計 66,,776666,,992277 220044,,003377 66,,997700,,996644

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生費費国国庫庫補補助助金金 773322,,003333 2211,,114488 775533,,118811 22 児児童童福福祉祉費費補補助助金金 2211,,114488 就就学学前前教教育育・・保保育育施施設設整整備備交交付付金金

44 土土木木費費国国庫庫補補助助金金 555599,,778822 △△995599 555588,,882233 11 土土木木費費補補助助金金 △△2211,,228800 先先導導的的官官民民連連携携支支援援事事業業補補助助金金

33 住住宅宅費費補補助助金金 2200,,332211 社社会会資資本本整整備備総総合合交交付付金金（（市市営営住住宅宅建建替替事事業業））
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（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

55 教教育育費費国国庫庫補補助助金金 226611,,335588 △△44,,224455 225577,,111133 11 小小学学校校費費補補助助金金 △△22,,882277 教教育育用用パパソソココンン整整備備費費補補助助金金

22 中中学学校校費費補補助助金金 △△11,,441188 教教育育用用パパソソココンン整整備備費費補補助助金金

計計 22,,222200,,008877 1155,,994444 22,,223366,,003311

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 4488,,556633 447777 4499,,004400 22 戸戸籍籍住住民民登登録録費費委委 447777 中中長長期期在在留留者者住住居居地地届届出出等等事事務務委委託託金金

託託金金

22 民民生生費費委委託託金金 2233,,998833 992244 2244,,990077 22 国国民民年年金金費費委委託託金金 992244 国国民民年年金金事事務務委委託託金金

計計 7722,,554466 11,,440011 7733,,994477

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,557722,,228899 △△8844,,885500 22,,448877,,443399

((款款)) 1188 繰繰入入金金

((項項)) 11 特特別別会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

33 介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588 11 介介護護保保険険事事業業特特別別 6600,,441100 介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金

会会計計繰繰入入金金

44 後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計繰繰入入金金 11 22,,115566 22,,115577 11 後後期期高高齢齢者者医医療療特特 22,,115566 後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計繰繰入入金金

別別会会計計繰繰入入金金

計計 4466,,339922 6622,,556666 110088,,995588

− 82 −



（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

55 教教育育費費国国庫庫補補助助金金 226611,,335588 △△44,,224455 225577,,111133 11 小小学学校校費費補補助助金金 △△22,,882277 教教育育用用パパソソココンン整整備備費費補補助助金金

22 中中学学校校費費補補助助金金 △△11,,441188 教教育育用用パパソソココンン整整備備費費補補助助金金

計計 22,,222200,,008877 1155,,994444 22,,223366,,003311

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 4488,,556633 447777 4499,,004400 22 戸戸籍籍住住民民登登録録費費委委 447777 中中長長期期在在留留者者住住居居地地届届出出等等事事務務委委託託金金

託託金金

22 民民生生費費委委託託金金 2233,,998833 992244 2244,,990077 22 国国民民年年金金費費委委託託金金 992244 国国民民年年金金事事務務委委託託金金

計計 7722,,554466 11,,440011 7733,,994477

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,557722,,228899 △△8844,,885500 22,,448877,,443399

((款款)) 1188 繰繰入入金金

((項項)) 11 特特別別会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

33 介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588 11 介介護護保保険険事事業業特特別別 6600,,441100 介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金

会会計計繰繰入入金金

44 後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計繰繰入入金金 11 22,,115566 22,,115577 11 後後期期高高齢齢者者医医療療特特 22,,115566 後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計繰繰入入金金

別別会会計計繰繰入入金金

計計 4466,,339922 6622,,556666 110088,,995588

（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1144 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

55 教教育育費費国国庫庫補補助助金金 226611,,335588 △△44,,224455 225577,,111133 11 小小学学校校費費補補助助金金 △△22,,882277 教教育育用用パパソソココンン整整備備費費補補助助金金

22 中中学学校校費費補補助助金金 △△11,,441188 教教育育用用パパソソココンン整整備備費費補補助助金金

計計 22,,222200,,008877 1155,,994444 22,,223366,,003311

((項項)) 33 委委託託金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 総総務務費費委委託託金金 4488,,556633 447777 4499,,004400 22 戸戸籍籍住住民民登登録録費費委委 447777 中中長長期期在在留留者者住住居居地地届届出出等等事事務務委委託託金金

託託金金

22 民民生生費費委委託託金金 2233,,998833 992244 2244,,990077 22 国国民民年年金金費費委委託託金金 992244 国国民民年年金金事事務務委委託託金金

計計 7722,,554466 11,,440011 7733,,994477

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,557722,,228899 △△8844,,885500 22,,448877,,443399

((款款)) 1188 繰繰入入金金

((項項)) 11 特特別別会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

33 介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588 11 介介護護保保険険事事業業特特別別 6600,,441100 介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計繰繰入入金金

会会計計繰繰入入金金

44 後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計繰繰入入金金 11 22,,115566 22,,115577 11 後後期期高高齢齢者者医医療療特特 22,,115566 後後期期高高齢齢者者医医療療特特別別会会計計繰繰入入金金

別別会会計計繰繰入入金金

計計 4466,,339922 6622,,556666 110088,,995588
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((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金 （（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1188 繰繰入入金金 ((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

66 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金 774499,,448811 △△114477,,441166 660022,,006655 11 ふふるるささとと応応援援基基金金 △△114477,,441166 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金

繰繰入入金金

計計 22,,552255,,889977 △△114477,,441166 22,,337788,,448811

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

((款款)) 1199 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455 11 繰繰越越金金 222244,,774455 繰繰越越金金

計計 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000

((款款)) 2211 市市債債

((項項)) 11 市市債債

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生債債 222299,,440000 88,,550000 223377,,990000 11 児児童童福福祉祉債債 88,,550000 認認定定ここどどもも園園整整備備事事業業債債

44 土土木木債債 889933,,110000 2200,,330000 991133,,440000 44 住住宅宅債債 2200,,330000 住住宅宅整整備備事事業業債債

66 教教育育債債 6677,,880000 8899,,000000 115566,,880000 22 情情報報環環境境整整備備事事業業 8899,,000000 情情報報環環境境整整備備事事業業債債

債債
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((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金 （（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1188 繰繰入入金金 ((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

66 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金 774499,,448811 △△114477,,441166 660022,,006655 11 ふふるるささとと応応援援基基金金 △△114477,,441166 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金

繰繰入入金金

計計 22,,552255,,889977 △△114477,,441166 22,,337788,,448811

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

((款款)) 1199 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455 11 繰繰越越金金 222244,,774455 繰繰越越金金

計計 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000

((款款)) 2211 市市債債

((項項)) 11 市市債債

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生債債 222299,,440000 88,,550000 223377,,990000 11 児児童童福福祉祉債債 88,,550000 認認定定ここどどもも園園整整備備事事業業債債

44 土土木木債債 889933,,110000 2200,,330000 991133,,440000 44 住住宅宅債債 2200,,330000 住住宅宅整整備備事事業業債債

66 教教育育債債 6677,,880000 8899,,000000 115566,,880000 22 情情報報環環境境整整備備事事業業 8899,,000000 情情報報環環境境整整備備事事業業債債

債債

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金 （（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 1188 繰繰入入金金 ((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

66 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金 774499,,448811 △△114477,,441166 660022,,006655 11 ふふるるささとと応応援援基基金金 △△114477,,441166 ふふるるささとと応応援援基基金金繰繰入入金金

繰繰入入金金

計計 22,,552255,,889977 △△114477,,441166 22,,337788,,448811

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

((款款)) 1199 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455 11 繰繰越越金金 222244,,774455 繰繰越越金金

計計 11,,000000 222244,,774455 222255,,774455

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000

((款款)) 2211 市市債債

((項項)) 11 市市債債

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 民民生生債債 222299,,440000 88,,550000 223377,,990000 11 児児童童福福祉祉債債 88,,550000 認認定定ここどどもも園園整整備備事事業業債債

44 土土木木債債 889933,,110000 2200,,330000 991133,,440000 44 住住宅宅債債 2200,,330000 住住宅宅整整備備事事業業債債

66 教教育育債債 6677,,880000 8899,,000000 115566,,880000 22 情情報報環環境境整整備備事事業業 8899,,000000 情情報報環環境境整整備備事事業業債債

債債
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（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

計計 11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000
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（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

計計 11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000

（（単単位位：：千千円円））

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

((款款)) 2211 市市債債 ((項項)) 11 市市債債

計計 11,,667744,,440000 111177,,880000 11,,779922,,220000
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,008855,,000022 446655,,551144 55,,555500,,551166

((款款)) 22 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

119933,,886633 11 国国・・府府支支出出金金返返還還 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 114411,,0033661177 諸諸費費 9900,,000000 119933,,886633 228833,,886633 2222 償償還還金金、、利利 119933,,886633

事事業業 114411,,003366 国国府府補補助助金金等等返返還還金金子子及及びび割割引引

料料

22 市市税税等等過過誤誤納納還還付付事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 5522,,882277

業業 5522,,882277 市市税税等等過過誤誤納納還還付付金金

227711,,117744 11 財財政政調調整整基基金金積積立立 2244 積積立立金金 227711,,1177442211 財財政政調調整整基基 88,,331199 227711,,117744 227799,,449933 2244 積積立立金金 227711,,117744

事事業業 227711,,117744 財財政政調調整整基基金金積積立立金金金金費費

計計 33,,779988,,116622 446655,,003377 44,,226633,,119999 446655,,003377

((項項)) 44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

447777 22 戸戸籍籍事事務務事事業業 447777 1177 備備品品購購入入費費 44777711 戸戸籍籍住住民民登登 227755,,885588 447777 227766,,333355 1177 備備品品購購入入費費 447777

庁庁用用器器具具費費録録費費

計計 227755,,885588 447777 227766,,333355 447777

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,220022,,002277 330033,,558899 1188,,550055,,661166

((款款)) 33 民民生生費費

((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△773333 △△33,,666677 55 ふふれれああいいババスス運運行行事事 1122 委委託託料料 △△44,,44000011 社社会会福福祉祉総総 447755,,990055 △△44,,440000 447711,,550055 1122 委委託託料料 △△44,,440000

業業 △△44,,440000 ババスス運運行行管管理理委委託託料料務務費費

442244 11 介介護護保保険険事事業業特特別別会会 2277 繰繰出出金金 44224433 老老人人福福祉祉費費 22,,665599,,889911 442244 22,,666600,,331155 2277 繰繰出出金金 442244

計計繰繰出出金金事事業業 442244 介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計へへのの繰繰出出
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,008855,,000022 446655,,551144 55,,555500,,551166

((款款)) 22 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

119933,,886633 11 国国・・府府支支出出金金返返還還 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 114411,,0033661177 諸諸費費 9900,,000000 119933,,886633 228833,,886633 2222 償償還還金金、、利利 119933,,886633

事事業業 114411,,003366 国国府府補補助助金金等等返返還還金金子子及及びび割割引引

料料

22 市市税税等等過過誤誤納納還還付付事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 5522,,882277

業業 5522,,882277 市市税税等等過過誤誤納納還還付付金金

227711,,117744 11 財財政政調調整整基基金金積積立立 2244 積積立立金金 227711,,1177442211 財財政政調調整整基基 88,,331199 227711,,117744 227799,,449933 2244 積積立立金金 227711,,117744

事事業業 227711,,117744 財財政政調調整整基基金金積積立立金金金金費費

計計 33,,779988,,116622 446655,,003377 44,,226633,,119999 446655,,003377

((項項)) 44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

447777 22 戸戸籍籍事事務務事事業業 447777 1177 備備品品購購入入費費 44777711 戸戸籍籍住住民民登登 227755,,885588 447777 227766,,333355 1177 備備品品購購入入費費 447777

庁庁用用器器具具費費録録費費

計計 227755,,885588 447777 227766,,333355 447777

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,220022,,002277 330033,,558899 1188,,550055,,661166

((款款)) 33 民民生生費費

((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△773333 △△33,,666677 55 ふふれれああいいババスス運運行行事事 1122 委委託託料料 △△44,,44000011 社社会会福福祉祉総総 447755,,990055 △△44,,440000 447711,,550055 1122 委委託託料料 △△44,,440000

業業 △△44,,440000 ババスス運運行行管管理理委委託託料料務務費費

442244 11 介介護護保保険険事事業業特特別別会会 2277 繰繰出出金金 44224433 老老人人福福祉祉費費 22,,665599,,889911 442244 22,,666600,,331155 2277 繰繰出出金金 442244

計計繰繰出出金金事事業業 442244 介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計へへのの繰繰出出

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,008855,,000022 446655,,551144 55,,555500,,551166

((款款)) 22 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

119933,,886633 11 国国・・府府支支出出金金返返還還 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 114411,,0033661177 諸諸費費 9900,,000000 119933,,886633 228833,,886633 2222 償償還還金金、、利利 119933,,886633

事事業業 114411,,003366 国国府府補補助助金金等等返返還還金金子子及及びび割割引引

料料

22 市市税税等等過過誤誤納納還還付付事事 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 5522,,882277

業業 5522,,882277 市市税税等等過過誤誤納納還還付付金金

227711,,117744 11 財財政政調調整整基基金金積積立立 2244 積積立立金金 227711,,1177442211 財財政政調調整整基基 88,,331199 227711,,117744 227799,,449933 2244 積積立立金金 227711,,117744

事事業業 227711,,117744 財財政政調調整整基基金金積積立立金金金金費費

計計 33,,779988,,116622 446655,,003377 44,,226633,,119999 446655,,003377

((項項)) 44 戸戸籍籍住住民民登登録録費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

447777 22 戸戸籍籍事事務務事事業業 447777 1177 備備品品購購入入費費 44777711 戸戸籍籍住住民民登登 227755,,885588 447777 227766,,333355 1177 備備品品購購入入費費 447777

庁庁用用器器具具費費録録費費

計計 227755,,885588 447777 227766,,333355 447777

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1188,,220022,,002277 330033,,558899 1188,,550055,,661166

((款款)) 33 民民生生費費

((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△773333 △△33,,666677 55 ふふれれああいいババスス運運行行事事 1122 委委託託料料 △△44,,44000011 社社会会福福祉祉総総 447755,,990055 △△44,,440000 447711,,550055 1122 委委託託料料 △△44,,440000

業業 △△44,,440000 ババスス運運行行管管理理委委託託料料務務費費

442244 11 介介護護保保険険事事業業特特別別会会 2277 繰繰出出金金 44224433 老老人人福福祉祉費費 22,,665599,,889911 442244 22,,666600,,331155 2277 繰繰出出金金 442244

計計繰繰出出金金事事業業 442244 介介護護保保険険事事業業特特別別会会計計へへのの繰繰出出
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

11,,553377 551122 22 特特別別障障ががいい者者手手当当等等 1199 扶扶助助費費 22,,00449977 障障ががいい者者福福 331133,,338888 22,,004499 331155,,443377 1199 扶扶助助費費 22,,004499

給給付付事事業業 22,,004499 特特別別障障ががいい者者手手当当等等祉祉費費

計計 77,,442266,,446677 △△11,,992277 77,,442244,,554400 11,,553377 △△773333 △△22,,773311

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2211,,114488 88,,550000 22,,887700 22,,007744 2222 民民間間認認定定ここどどもも園園等等 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 3311,,77222211 児児童童福福祉祉総総 22,,991100,,005555 3344,,559922 22,,994444,,664477 1188 負負担担金金、、補補 3344,,559922

施施設設整整備備助助成成事事業業 3311,,772222 民民間間認認定定ここどどもも園園等等施施設設整整備備補補助助金金務務費費 助助及及びび交交付付

金金

2266 保保育育士士応応援援給給付付金金事事 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 22,,887700

業業 22,,887700 保保育育士士応応援援給給付付金金

計計 66,,664499,,336655 3344,,559922 66,,668833,,995577 2211,,114488 88,,550000 22,,887700 22,,007744

((項項)) 33 生生活活保保護護費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

220022,,550000 6677,,550000 11 生生活活保保護護事事業業 227700,,000000 1199 扶扶助助費費 227700,,00000022 扶扶助助費費 33,,004466,,557700 227700,,000000 33,,331166,,557700 1199 扶扶助助費費 227700,,000000

医医療療扶扶助助費費

計計 33,,226633,,557711 227700,,000000 33,,553333,,557711 220022,,550000 6677,,550000

((項項)) 55 国国民民年年金金費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

992244 22 国国民民年年金金取取扱扱事事務務事事 1122 委委託託料料 99224411 国国民民年年金金取取 2266,,775511 992244 2277,,667755 1122 委委託託料料 992244

業業 992244 シシスステテムム改改修修委委託託料料扱扱事事務務費費

計計 2266,,775511 992244 2277,,667755 992244
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（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

11,,553377 551122 22 特特別別障障ががいい者者手手当当等等 1199 扶扶助助費費 22,,00449977 障障ががいい者者福福 331133,,338888 22,,004499 331155,,443377 1199 扶扶助助費費 22,,004499

給給付付事事業業 22,,004499 特特別別障障ががいい者者手手当当等等祉祉費費

計計 77,,442266,,446677 △△11,,992277 77,,442244,,554400 11,,553377 △△773333 △△22,,773311

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2211,,114488 88,,550000 22,,887700 22,,007744 2222 民民間間認認定定ここどどもも園園等等 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 3311,,77222211 児児童童福福祉祉総総 22,,991100,,005555 3344,,559922 22,,994444,,664477 1188 負負担担金金、、補補 3344,,559922

施施設設整整備備助助成成事事業業 3311,,772222 民民間間認認定定ここどどもも園園等等施施設設整整備備補補助助金金務務費費 助助及及びび交交付付

金金

2266 保保育育士士応応援援給給付付金金事事 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 22,,887700

業業 22,,887700 保保育育士士応応援援給給付付金金

計計 66,,664499,,336655 3344,,559922 66,,668833,,995577 2211,,114488 88,,550000 22,,887700 22,,007744

((項項)) 33 生生活活保保護護費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

220022,,550000 6677,,550000 11 生生活活保保護護事事業業 227700,,000000 1199 扶扶助助費費 227700,,00000022 扶扶助助費費 33,,004466,,557700 227700,,000000 33,,331166,,557700 1199 扶扶助助費費 227700,,000000

医医療療扶扶助助費費

計計 33,,226633,,557711 227700,,000000 33,,553333,,557711 220022,,550000 6677,,550000

((項項)) 55 国国民民年年金金費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

992244 22 国国民民年年金金取取扱扱事事務務事事 1122 委委託託料料 99224411 国国民民年年金金取取 2266,,775511 992244 2277,,667755 1122 委委託託料料 992244

業業 992244 シシスステテムム改改修修委委託託料料扱扱事事務務費費

計計 2266,,775511 992244 2277,,667755 992244

（（単単位位：：千千円円））
本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明

目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 33 民民生生費費 ((項項)) 11 社社会会福福祉祉費費

11,,553377 551122 22 特特別別障障ががいい者者手手当当等等 1199 扶扶助助費費 22,,00449977 障障ががいい者者福福 331133,,338888 22,,004499 331155,,443377 1199 扶扶助助費費 22,,004499

給給付付事事業業 22,,004499 特特別別障障ががいい者者手手当当等等祉祉費費

計計 77,,442266,,446677 △△11,,992277 77,,442244,,554400 11,,553377 △△773333 △△22,,773311

((項項)) 22 児児童童福福祉祉費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2211,,114488 88,,550000 22,,887700 22,,007744 2222 民民間間認認定定ここどどもも園園等等 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 3311,,77222211 児児童童福福祉祉総総 22,,991100,,005555 3344,,559922 22,,994444,,664477 1188 負負担担金金、、補補 3344,,559922

施施設設整整備備助助成成事事業業 3311,,772222 民民間間認認定定ここどどもも園園等等施施設設整整備備補補助助金金務務費費 助助及及びび交交付付

金金

2266 保保育育士士応応援援給給付付金金事事 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 22,,887700

業業 22,,887700 保保育育士士応応援援給給付付金金

計計 66,,664499,,336655 3344,,559922 66,,668833,,995577 2211,,114488 88,,550000 22,,887700 22,,007744

((項項)) 33 生生活活保保護護費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

220022,,550000 6677,,550000 11 生生活活保保護護事事業業 227700,,000000 1199 扶扶助助費費 227700,,00000022 扶扶助助費費 33,,004466,,557700 227700,,000000 33,,331166,,557700 1199 扶扶助助費費 227700,,000000

医医療療扶扶助助費費

計計 33,,226633,,557711 227700,,000000 33,,553333,,557711 220022,,550000 6677,,550000

((項項)) 55 国国民民年年金金費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

992244 22 国国民民年年金金取取扱扱事事務務事事 1122 委委託託料料 99224411 国国民民年年金金取取 2266,,775511 992244 2277,,667755 1122 委委託託料料 992244

業業 992244 シシスステテムム改改修修委委託託料料扱扱事事務務費費

計計 2266,,775511 992244 2277,,667755 992244

− 91 −



補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,771100,,998888 1199,,335577 33,,773300,,334455

((款款)) 77 土土木木費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△2211,,228800 △△55 11 道道路路維維持持補補修修事事業業 △△2211,,228855 1122 委委託託料料 △△2211,,22885522 道道路路維維持持費費 113399,,118855 △△2211,,228855 111177,,990000 1122 委委託託料料 △△2211,,228855

道道路路等等包包括括管管理理導導入入可可能能性性調調査査委委託託料料

計計 660099,,330022 △△2211,,228855 558888,,001177 △△2211,,228800 △△55

((項項)) 66 住住宅宅費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2200,,332211 2200,,330000 2211 11 二二田田・・寿寿市市営営住住宅宅整整 1144 工工事事請請負負費費 4400,,66442233 住住宅宅整整備備事事 112233,,222233 4400,,664422 116633,,886655 1144 工工事事請請負負費費 4400,,664422

備備事事業業 4400,,664422 建建替替工工事事費費業業費費

計計 666611,,445577 4400,,664422 770022,,009999 2200,,332211 2200,,330000 2211

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,553322,,665555 △△4411,,445577 33,,449911,,119988

((款款)) 99 教教育育費費

((項項)) 11 教教育育総総務務費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△669988 44 ココミミュュニニテティィ・・ススクク 11 報報酬酬 △△66998822 事事務務局局費費 440077,,006666 △△669988 440066,,336688 11 報報酬酬 △△669988

ーールル推推進進事事業業（（教教育育 学学校校運運営営協協議議会会委委員員報報酬酬

政政策策課課）） △△669988

△△44,,224455 8899,,000000 △△114488,,885555 88,,552244 77 情情報報環環境境整整備備事事業業 1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△11,,44443333 教教育育支支援援セセ 553311,,773300 △△5555,,557766 447766,,115544 1133 使使用用料料及及びび △△11,,444433

（（教教育育政政策策課課）） △△5555,,557766 パパソソココンン借借上上料料ンンタターー費費 賃賃借借料料

1177 備備品品購購入入費費 △△5544,,113333

1177 備備品品購購入入費費 △△5544,,113333

機機械械器器具具費費

計計 11,,229911,,441177 △△5566,,227744 11,,223355,,114433 △△44,,224455 8899,,000000 △△114499,,555533 88,,552244
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補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,771100,,998888 1199,,335577 33,,773300,,334455

((款款)) 77 土土木木費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△2211,,228800 △△55 11 道道路路維維持持補補修修事事業業 △△2211,,228855 1122 委委託託料料 △△2211,,22885522 道道路路維維持持費費 113399,,118855 △△2211,,228855 111177,,990000 1122 委委託託料料 △△2211,,228855

道道路路等等包包括括管管理理導導入入可可能能性性調調査査委委託託料料

計計 660099,,330022 △△2211,,228855 558888,,001177 △△2211,,228800 △△55

((項項)) 66 住住宅宅費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2200,,332211 2200,,330000 2211 11 二二田田・・寿寿市市営営住住宅宅整整 1144 工工事事請請負負費費 4400,,66442233 住住宅宅整整備備事事 112233,,222233 4400,,664422 116633,,886655 1144 工工事事請請負負費費 4400,,664422

備備事事業業 4400,,664422 建建替替工工事事費費業業費費

計計 666611,,445577 4400,,664422 770022,,009999 2200,,332211 2200,,330000 2211

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,553322,,665555 △△4411,,445577 33,,449911,,119988

((款款)) 99 教教育育費費

((項項)) 11 教教育育総総務務費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△669988 44 ココミミュュニニテティィ・・ススクク 11 報報酬酬 △△66998822 事事務務局局費費 440077,,006666 △△669988 440066,,336688 11 報報酬酬 △△669988

ーールル推推進進事事業業（（教教育育 学学校校運運営営協協議議会会委委員員報報酬酬

政政策策課課）） △△669988

△△44,,224455 8899,,000000 △△114488,,885555 88,,552244 77 情情報報環環境境整整備備事事業業 1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△11,,44443333 教教育育支支援援セセ 553311,,773300 △△5555,,557766 447766,,115544 1133 使使用用料料及及びび △△11,,444433

（（教教育育政政策策課課）） △△5555,,557766 パパソソココンン借借上上料料ンンタターー費費 賃賃借借料料

1177 備備品品購購入入費費 △△5544,,113333

1177 備備品品購購入入費費 △△5544,,113333

機機械械器器具具費費

計計 11,,229911,,441177 △△5566,,227744 11,,223355,,114433 △△44,,224455 8899,,000000 △△114499,,555533 88,,552244

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,771100,,998888 1199,,335577 33,,773300,,334455

((款款)) 77 土土木木費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 土土木木費費 ((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

((項項)) 22 道道路路橋橋りりょょうう費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△2211,,228800 △△55 11 道道路路維維持持補補修修事事業業 △△2211,,228855 1122 委委託託料料 △△2211,,22885522 道道路路維維持持費費 113399,,118855 △△2211,,228855 111177,,990000 1122 委委託託料料 △△2211,,228855

道道路路等等包包括括管管理理導導入入可可能能性性調調査査委委託託料料

計計 660099,,330022 △△2211,,228855 558888,,001177 △△2211,,228800 △△55

((項項)) 66 住住宅宅費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

2200,,332211 2200,,330000 2211 11 二二田田・・寿寿市市営営住住宅宅整整 1144 工工事事請請負負費費 4400,,66442233 住住宅宅整整備備事事 112233,,222233 4400,,664422 116633,,886655 1144 工工事事請請負負費費 4400,,664422

備備事事業業 4400,,664422 建建替替工工事事費費業業費費

計計 666611,,445577 4400,,664422 770022,,009999 2200,,332211 2200,,330000 2211

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

33,,553322,,665555 △△4411,,445577 33,,449911,,119988

((款款)) 99 教教育育費費

((項項)) 11 教教育育総総務務費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△669988 44 ココミミュュニニテティィ・・ススクク 11 報報酬酬 △△66998822 事事務務局局費費 440077,,006666 △△669988 440066,,336688 11 報報酬酬 △△669988

ーールル推推進進事事業業（（教教育育 学学校校運運営営協協議議会会委委員員報報酬酬

政政策策課課）） △△669988

△△44,,224455 8899,,000000 △△114488,,885555 88,,552244 77 情情報報環環境境整整備備事事業業 1133 使使用用料料及及びび賃賃借借料料 △△11,,44443333 教教育育支支援援セセ 553311,,773300 △△5555,,557766 447766,,115544 1133 使使用用料料及及びび △△11,,444433

（（教教育育政政策策課課）） △△5555,,557766 パパソソココンン借借上上料料ンンタターー費費 賃賃借借料料

1177 備備品品購購入入費費 △△5544,,113333

1177 備備品品購購入入費費 △△5544,,113333

機機械械器器具具費費

計計 11,,229911,,441177 △△5566,,227744 11,,223355,,114433 △△44,,224455 8899,,000000 △△114499,,555533 88,,552244
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((項項)) 22 小小学学校校費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 22 小小学学校校費費

1166,,663322 22 小小学学校校維維持持管管理理事事業業 664488 1122 委委託託料料 66448811 学学校校管管理理費費 669966,,882244 1166,,663322 771133,,445566 1100 需需用用費費 1155,,998844

施施設設管管理理委委託託料料1122 委委託託料料 664488

44 小小学学校校給給食食事事業業 1155,,998844 1100 需需用用費費 1155,,998844

賄賄材材料料費費

計計 774466,,115511 1166,,663322 776622,,778833 1166,,663322

((項項)) 66 保保健健体体育育費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,881155 11 児児童童等等健健康康管管理理事事業業 1100 需需用用費費 △△883311 保保健健体体育育総総 3399,,771199 △△11,,881155 3377,,990044 1100 需需用用費費 △△8833

（（教教育育政政策策課課）） △△11,,881155 食食糧糧費費務務費費 1111 役役務務費費 △△334488

1122 委委託託料料 △△11,,338844

1111 役役務務費費 △△334488

健健康康診診断断手手数数料料

1122 委委託託料料 △△11,,338844

健健康康診診断断業業務務委委託託料料

計計 115500,,990044 △△11,,881155 114499,,008899 △△11,,881155
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((項項)) 22 小小学学校校費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 22 小小学学校校費費

1166,,663322 22 小小学学校校維維持持管管理理事事業業 664488 1122 委委託託料料 66448811 学学校校管管理理費費 669966,,882244 1166,,663322 771133,,445566 1100 需需用用費費 1155,,998844

施施設設管管理理委委託託料料1122 委委託託料料 664488

44 小小学学校校給給食食事事業業 1155,,998844 1100 需需用用費費 1155,,998844

賄賄材材料料費費

計計 774466,,115511 1166,,663322 776622,,778833 1166,,663322

((項項)) 66 保保健健体体育育費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,881155 11 児児童童等等健健康康管管理理事事業業 1100 需需用用費費 △△883311 保保健健体体育育総総 3399,,771199 △△11,,881155 3377,,990044 1100 需需用用費費 △△8833

（（教教育育政政策策課課）） △△11,,881155 食食糧糧費費務務費費 1111 役役務務費費 △△334488

1122 委委託託料料 △△11,,338844

1111 役役務務費費 △△334488

健健康康診診断断手手数数料料

1122 委委託託料料 △△11,,338844

健健康康診診断断業業務務委委託託料料

計計 115500,,990044 △△11,,881155 114499,,008899 △△11,,881155

((項項)) 22 小小学学校校費費
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 99 教教育育費費 ((項項)) 22 小小学学校校費費

1166,,663322 22 小小学学校校維維持持管管理理事事業業 664488 1122 委委託託料料 66448811 学学校校管管理理費費 669966,,882244 1166,,663322 771133,,445566 1100 需需用用費費 1155,,998844

施施設設管管理理委委託託料料1122 委委託託料料 664488

44 小小学学校校給給食食事事業業 1155,,998844 1100 需需用用費費 1155,,998844

賄賄材材料料費費

計計 774466,,115511 1166,,663322 776622,,778833 1166,,663322

((項項)) 66 保保健健体体育育費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

△△11,,881155 11 児児童童等等健健康康管管理理事事業業 1100 需需用用費費 △△883311 保保健健体体育育総総 3399,,771199 △△11,,881155 3377,,990044 1100 需需用用費費 △△8833

（（教教育育政政策策課課）） △△11,,881155 食食糧糧費費務務費費 1111 役役務務費費 △△334488

1122 委委託託料料 △△11,,338844

1111 役役務務費費 △△334488

健健康康診診断断手手数数料料

1122 委委託託料料 △△11,,338844

健健康康診診断断業業務務委委託託料料

計計 115500,,990044 △△11,,881155 114499,,008899 △△11,,881155
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給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書
　　特 　別 　職

給　　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　　費

区        分 職員数 期末手当 その他の 共　済　費 合　　計 備　考

報　　 酬 給　　 料 （年間支給率分） 地域手当 手当 合　　計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

長 等 3 28,560 13,473 1,714 192 43,939 7,175 51,114

補

議 員 16 106,683 48,540 155,223 28,615 183,838

正

その他の

後 1,207 101,076 101,076 101,076
特 別 職

計 1,226 207,759 28,560 62,013 1,714 192 300,238 35,790 336,028

長 等 3 28,560 13,473 1,714 192 43,939 7,175 51,114

補

議 員 16 106,683 48,540 155,223 28,615 183,838

正

その他の

前 1,266 101,774 101,774 101,774
特 別 職

計 1,285 208,457 28,560 62,013 1,714 192 300,936 35,790 336,726

長 等

比

議 員

その他の

△ 59 △ 698 △ 698 △ 698

較 特 別 職

計 △ 59 △ 698 △ 698 △ 698
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補正額

補正前
の　額

計 18,473,474

補正前

30,000
　令和７年度

　～令和８年度
30,000 30,000

6,334,516

336,746

13,654,564 2,533,829 5,048,200 74,765 5,997,770

336,746 336,746

13,991,310 2,533,829 5,048,200

18,136,728 3,937,801

3,937,801

（単位：千円）

102,246
　令和７年度

　～令和13年度

事　　項 限　度　額

前年度末までの支出額 当該年度以降の支出予定額
左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

一般財源
期　　間 金　　額 期　　間 金　　額

国　 府
支出金

地方債 その他

補正前

補正後

74,765

合　　　計

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末

ま で の 支 出 額 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

図 書 館 図 書 購 入 費

図 書 館 及 び 学 校 図 書 管 理
シ ス テ ム 賃 借 料

補正後 102,246 102,246

池 上 曽 根 弥 生 学 習 館 及 び
泉 大 津 市 池 上 曽 根 史 跡 公 園
指 定 管 理 業 務 委 託 料

補正前

補正後 204,500
　令和7年度

　～令和12年度
204,500 204,500
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(単位：千円)

補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補　正　額 補正後の額 補正前の額 補正後の額

１．普  通  債 15,218,524 1,674,400 117,800 1,792,200 974,186 974,186 15,918,738 16,036,538

(1) 総務債 671,690 452,400 452,400 43,993 43,993 1,080,097 1,080,097

(2) 民生債 622,582 229,400 8,500 237,900 36,276 36,276 815,706 824,206

(3) 衛生債 240,307 26,600 26,600 33,347 33,347 233,560 233,560

(4) 農林水産業債 2,739 366 366 2,373 2,373

(5) 土木債 4,503,709 578,700 578,700 353,385 353,385 4,729,024 4,729,024

(6) 公営住宅債 655,654 314,400 20,300 334,700 37,013 37,013 933,041 953,341

(7) 消防債 677,037 5,100 5,100 70,510 70,510 611,627 611,627

(8) 教育債 7,844,806 67,800 89,000 156,800 399,296 399,296 7,513,310 7,602,310

２．災 害 復 旧 債 100,630 20,124 20,124 80,506 80,506

(1) 民生債 6,125 1,225 1,225 4,900 4,900

(2) 衛生債 3,688 737 737 2,951 2,951

(3) 土木債 71,066 14,212 14,212 56,854 56,854

(4) 公営住宅債 875 175 175 700 700

(5) 消防債 1,125 225 225 900 900

(6) 教育債 17,751 3,550 3,550 14,201 14,201

３．そ の 他 債 11,528,738 1,174,410 1,174,410 10,354,328 10,354,328

(1) 減税補てん債 19,265 13,409 13,409 5,856 5,856

(2)
臨 時 財 政
対 策 債

11,441,180 1,156,356 1,156,356 10,284,824 10,284,824

(3) 減収補てん債 68,293 4,645 4,645 63,648 63,648

26,847,892 1,674,400 117,800 1,792,200 2,168,720 2,168,720 26,353,572 26,471,372

.

当該年度末現在高見込額
 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額

合　　　計

地 方 債 の 当 該 年 度 中 に お け る 増 減 見 込 額 及 び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　分
前年度末
現在高

当該年度中の増減見込額
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 令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算

（補正第２号）
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議案第８５号

令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正

予算

令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５００千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，５８８，３４５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

55 繰繰入入金金 884433,,991188 11,,550000 884455,,441188

22 基基金金繰繰入入金金 88,,005555 11,,550000 99,,555555

歳歳 入入 合合 計計 77,,558866,,884455 11,,550000 77,,558888,,334455

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

77 諸諸支支出出金金 55,,664411 11,,550000 77,,114411

22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金 55,,005511 11,,550000 66,,555511

歳歳 出出 合合 計計 77,,558866,,884455 11,,550000 77,,558888,,334455
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

55 繰繰入入金金 884433,,991188 11,,550000 884455,,441188

22 基基金金繰繰入入金金 88,,005555 11,,550000 99,,555555

歳歳 入入 合合 計計 77,,558866,,884455 11,,550000 77,,558888,,334455

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

77 諸諸支支出出金金 55,,664411 11,,550000 77,,114411

22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金 55,,005511 11,,550000 66,,555511

歳歳 出出 合合 計計 77,,558866,,884455 11,,550000 77,,558888,,334455
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 令和７年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算に関する説明書

（補正第２号）
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

55 繰繰入入金金 ８８４４３３，，９９１１８８ １１，，５５００００ ８８４４５５，，４４１１８８

歳歳 入入 合合 計計 ７７，，５５８８６６，，８８４４５５ １１，，５５００００ ７７，，５５８８８８，，３３４４５５
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

55 繰繰入入金金 ８８４４３３，，９９１１８８ １１，，５５００００ ８８４４５５，，４４１１８８

歳歳 入入 合合 計計 ７７，，５５８８６６，，８８４４５５ １１，，５５００００ ７７，，５５８８８８，，３３４４５５
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

77 諸諸支支出出金金 55,,664411 11,,550000 77,,114411 11,,550000

歳歳 出出 合合 計計 77,,558866,,884455 11,,550000 77,,558888,,334455 11,,550000
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

77 諸諸支支出出金金 55,,664411 11,,550000 77,,114411 11,,550000

歳歳 出出 合合 計計 77,,558866,,884455 11,,550000 77,,558888,,334455 11,,550000
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

884433,,991188 11,,550000 884455,,441188

((款款)) 55 繰繰入入金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 55 繰繰入入金金 ((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金 88,,005555 11,,550000 99,,555555 11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入 11,,550000 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金

金金

計計 88,,005555 11,,550000 99,,555555
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

884433,,991188 11,,550000 884455,,441188

((款款)) 55 繰繰入入金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 55 繰繰入入金金 ((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金 88,,005555 11,,550000 99,,555555 11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入 11,,550000 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金

金金

計計 88,,005555 11,,550000 99,,555555

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

884433,,991188 11,,550000 884455,,441188

((款款)) 55 繰繰入入金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 55 繰繰入入金金 ((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金 88,,005555 11,,550000 99,,555555 11 財財政政調調整整基基金金繰繰入入 11,,550000 財財政政調調整整基基金金繰繰入入金金

金金

計計 88,,005555 11,,550000 99,,555555
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,664411 11,,550000 77,,114411

((款款)) 77 諸諸支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,550000 11 保保険険料料還還付付事事業業 11,,550000 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 11,,55000011 保保険険料料還還付付 55,,000000 11,,550000 66,,550000 2222 償償還還金金、、利利 11,,550000

保保険険料料過過誤誤納納付付還還付付金金金金 子子及及びび割割引引

料料

計計 55,,005511 11,,550000 66,,555511 11,,550000
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,664411 11,,550000 77,,114411

((款款)) 77 諸諸支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,550000 11 保保険険料料還還付付事事業業 11,,550000 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 11,,55000011 保保険険料料還還付付 55,,000000 11,,550000 66,,550000 2222 償償還還金金、、利利 11,,550000

保保険険料料過過誤誤納納付付還還付付金金金金 子子及及びび割割引引

料料

計計 55,,005511 11,,550000 66,,555511 11,,550000

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

55,,664411 11,,550000 77,,114411

((款款)) 77 諸諸支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

((項項)) 22 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,550000 11 保保険険料料還還付付事事業業 11,,550000 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 11,,55000011 保保険険料料還還付付 55,,000000 11,,550000 66,,550000 2222 償償還還金金、、利利 11,,550000

保保険険料料過過誤誤納納付付還還付付金金金金 子子及及びび割割引引

料料

計計 55,,005511 11,,550000 66,,555511 11,,550000

− 113 −





※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算

（補正第２号）
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議案第８６号

令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算

令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８４，３５９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，０１３，２０９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

22 国国庫庫支支出出金金 11,,771199,,777744 442233 11,,772200,,119977

22 国国庫庫補補助助金金 443344,,006622 442233 443344,,448855

66 繰繰入入金金 11,,551155,,447744 6611,,558811 11,,557777,,005555

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 11,,118888,,119966 442244 11,,118888,,662200

22 基基金金繰繰入入金金 332277,,227788 6611,,115577 338888,,443355

77 繰繰越越金金 11 332222,,335555 332222,,335566

11 繰繰越越金金 11 332222,,335555 332222,,335566

歳歳 入入 合合 計計 77,,662288,,885500 338844,,335599 88,,001133,,220099

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 総総務務費費 222288,,337777 884477 222299,,222244

11 総総務務管管理理費費 115522,,119944 884477 115533,,004411

44 基基金金積積立立金金 1100 332222,,334466 332222,,335566

11 基基金金積積立立金金 1100 332222,,334466 332222,,335566

66 諸諸支支出出金金 115555,,006677 6611,,116666 221166,,223333

11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金 113355,,001199 775566 113355,,777755

22 繰繰出出金金 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588

歳歳 出出 合合 計計 77,,662288,,885500 338844,,335599 88,,001133,,220099
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

22 国国庫庫支支出出金金 11,,771199,,777744 442233 11,,772200,,119977

22 国国庫庫補補助助金金 443344,,006622 442233 443344,,448855

66 繰繰入入金金 11,,551155,,447744 6611,,558811 11,,557777,,005555

11 一一般般会会計計繰繰入入金金 11,,118888,,119966 442244 11,,118888,,662200

22 基基金金繰繰入入金金 332277,,227788 6611,,115577 338888,,443355

77 繰繰越越金金 11 332222,,335555 332222,,335566

11 繰繰越越金金 11 332222,,335555 332222,,335566

歳歳 入入 合合 計計 77,,662288,,885500 338844,,335599 88,,001133,,220099

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

11 総総務務費費 222288,,337777 884477 222299,,222244

11 総総務務管管理理費費 115522,,119944 884477 115533,,004411

44 基基金金積積立立金金 1100 332222,,334466 332222,,335566

11 基基金金積積立立金金 1100 332222,,334466 332222,,335566

66 諸諸支支出出金金 115555,,006677 6611,,116666 221166,,223333

11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金 113355,,001199 775566 113355,,777755

22 繰繰出出金金 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588

歳歳 出出 合合 計計 77,,662288,,885500 338844,,335599 88,,001133,,220099
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 令和７年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算
 に関する説明書

（補正第２号）
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

22 国国庫庫支支出出金金 １１，，７７１１９９，，７７７７４４ ４４２２３３ １１，，７７２２００，，１１９９７７

66 繰繰入入金金 １１，，５５１１５５，，４４７７４４ ６６１１，，５５８８１１ １１，，５５７７７７，，００５５５５

77 繰繰越越金金 １１ ３３２２２２，，３３５５５５ ３３２２２２，，３３５５６６

歳歳 入入 合合 計計 ７７，，６６２２８８，，８８５５００ ３３８８４４，，３３５５９９ ８８，，００１１３３，，２２００９９
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

22 国国庫庫支支出出金金 １１，，７７１１９９，，７７７７４４ ４４２２３３ １１，，７７２２００，，１１９９７７

66 繰繰入入金金 １１，，５５１１５５，，４４７７４４ ６６１１，，５５８８１１ １１，，５５７７７７，，００５５５５

77 繰繰越越金金 １１ ３３２２２２，，３３５５５５ ３３２２２２，，３３５５６６

歳歳 入入 合合 計計 ７７，，６６２２８８，，８８５５００ ３３８８４４，，３３５５９９ ８８，，００１１３３，，２２００９９
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11 総総務務費費 222288,,337777 884477 222299,,222244 442233 442244

44 基基金金積積立立金金 1100 332222,,334466 332222,,335566 332222,,334466

66 諸諸支支出出金金 115555,,006677 6611,,116666 221166,,223333 6611,,116666

歳歳 出出 合合 計計 77,,662288,,885500 338844,,335599 88,,001133,,220099 442233 338833,,993366
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11 総総務務費費 222288,,337777 884477 222299,,222244 442233 442244

44 基基金金積積立立金金 1100 332222,,334466 332222,,335566 332222,,334466

66 諸諸支支出出金金 115555,,006677 6611,,116666 221166,,223333 6611,,116666

歳歳 出出 合合 計計 77,,662288,,885500 338844,,335599 88,,001133,,220099 442233 338833,,993366
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,771199,,777744 442233 11,,772200,,119977

((款款)) 22 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

55 介介護護保保険険事事業業費費補補助助金金 559944 442233 11,,001177 11 介介護護保保険険事事業業費費補補 442233 介介護護保保険険シシスステテムム改改修修事事業業費費補補助助金金

助助金金

計計 443344,,006622 442233 443344,,448855

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,551155,,447744 6611,,558811 11,,557777,,005555

((款款)) 66 繰繰入入金金

((項項)) 11 一一般般会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 そそのの他他一一般般会会計計繰繰入入金金 117799,,112277 442244 117799,,555511 22 事事務務費費繰繰入入金金 442244 事事務務費費繰繰入入金金

計計 11,,118888,,119966 442244 11,,118888,,662200

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 介介護護給給付付費費準準備備基基金金繰繰入入金金 332277,,227788 6611,,115577 338888,,443355 11 介介護護給給付付費費準準備備基基 6611,,115577 介介護護給給付付費費準準備備基基金金繰繰入入金金

金金繰繰入入金金

計計 332277,,227788 6611,,115577 338888,,443355
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,771199,,777744 442233 11,,772200,,119977

((款款)) 22 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

55 介介護護保保険険事事業業費費補補助助金金 559944 442233 11,,001177 11 介介護護保保険険事事業業費費補補 442233 介介護護保保険険シシスステテムム改改修修事事業業費費補補助助金金

助助金金

計計 443344,,006622 442233 443344,,448855

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,551155,,447744 6611,,558811 11,,557777,,005555

((款款)) 66 繰繰入入金金

((項項)) 11 一一般般会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 そそのの他他一一般般会会計計繰繰入入金金 117799,,112277 442244 117799,,555511 22 事事務務費費繰繰入入金金 442244 事事務務費費繰繰入入金金

計計 11,,118888,,119966 442244 11,,118888,,662200

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 介介護護給給付付費費準準備備基基金金繰繰入入金金 332277,,227788 6611,,115577 338888,,443355 11 介介護護給給付付費費準準備備基基 6611,,115577 介介護護給給付付費費準準備備基基金金繰繰入入金金

金金繰繰入入金金

計計 332277,,227788 6611,,115577 338888,,443355

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,771199,,777744 442233 11,,772200,,119977

((款款)) 22 国国庫庫支支出出金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 国国庫庫支支出出金金 ((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

((項項)) 22 国国庫庫補補助助金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

55 介介護護保保険険事事業業費費補補助助金金 559944 442233 11,,001177 11 介介護護保保険険事事業業費費補補 442233 介介護護保保険険シシスステテムム改改修修事事業業費費補補助助金金

助助金金

計計 443344,,006622 442233 443344,,448855

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,551155,,447744 6611,,558811 11,,557777,,005555

((款款)) 66 繰繰入入金金

((項項)) 11 一一般般会会計計繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

22 そそのの他他一一般般会会計計繰繰入入金金 117799,,112277 442244 117799,,555511 22 事事務務費費繰繰入入金金 442244 事事務務費費繰繰入入金金

計計 11,,118888,,119966 442244 11,,118888,,662200

((項項)) 22 基基金金繰繰入入金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 介介護護給給付付費費準準備備基基金金繰繰入入金金 332277,,227788 6611,,115577 338888,,443355 11 介介護護給給付付費費準準備備基基 6611,,115577 介介護護給給付付費費準準備備基基金金繰繰入入金金

金金繰繰入入金金

計計 332277,,227788 6611,,115577 338888,,443355

− 127 −



補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11 332222,,335555 332222,,335566

((款款)) 77 繰繰越越金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 繰繰越越金金 ((項項)) 11 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11 332222,,335555 332222,,335566 11 繰繰越越金金 332222,,335555 前前年年度度繰繰越越金金

計計 11 332222,,335555 332222,,335566

− 128 −



補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11 332222,,335555 332222,,335566

((款款)) 77 繰繰越越金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 繰繰越越金金 ((項項)) 11 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11 332222,,335555 332222,,335566 11 繰繰越越金金 332222,,335555 前前年年度度繰繰越越金金

計計 11 332222,,335555 332222,,335566

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11 332222,,335555 332222,,335566

((款款)) 77 繰繰越越金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 77 繰繰越越金金 ((項項)) 11 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11 332222,,335555 332222,,335566 11 繰繰越越金金 332222,,335555 前前年年度度繰繰越越金金

計計 11 332222,,335555 332222,,335566

− 129 −



３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

222288,,337777 884477 222299,,222244

((款款)) 11 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

442233 442244 22 一一般般事事務務事事業業 884477 1122 委委託託料料 88447711 一一般般管管理理費費 110033,,669933 884477 110044,,554400 1122 委委託託料料 884477

介介護護保保険険シシスステテムム改改修修委委託託料料

計計 115522,,119944 884477 115533,,004411 442233 442244

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1100 332222,,334466 332222,,335566

((款款)) 44 基基金金積積立立金金

((項項)) 11 基基金金積積立立金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

332222,,334466 11 介介護護給給付付費費準準備備基基 2244 積積立立金金 332222,,33446611 介介護護給給付付費費 1100 332222,,334466 332222,,335566 2244 積積立立金金 332222,,334466

金金事事業業 332222,,334466 介介護護給給付付費費準準備備基基金金積積立立金金準準備備基基金金費費

計計 1100 332222,,334466 332222,,335566 332222,,334466

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

115555,,006677 6611,,116666 221166,,223333

((款款)) 66 諸諸支支出出金金

((項項)) 11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

775566 11 被被保保険険者者保保険険料料還還付付 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 77556611 第第１１号号被被保保 22,,224444 775566 33,,000000 2222 償償還還金金、、利利 775566

金金事事業業 775566 保保険険料料過過誤誤納納還還付付金金険険者者保保険険料料 子子及及びび割割引引

還還付付金金 料料

計計 113355,,001199 775566 113355,,777755 775566
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

222288,,337777 884477 222299,,222244

((款款)) 11 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

442233 442244 22 一一般般事事務務事事業業 884477 1122 委委託託料料 88447711 一一般般管管理理費費 110033,,669933 884477 110044,,554400 1122 委委託託料料 884477

介介護護保保険険シシスステテムム改改修修委委託託料料

計計 115522,,119944 884477 115533,,004411 442233 442244

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1100 332222,,334466 332222,,335566

((款款)) 44 基基金金積積立立金金

((項項)) 11 基基金金積積立立金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

332222,,334466 11 介介護護給給付付費費準準備備基基 2244 積積立立金金 332222,,33446611 介介護護給給付付費費 1100 332222,,334466 332222,,335566 2244 積積立立金金 332222,,334466

金金事事業業 332222,,334466 介介護護給給付付費費準準備備基基金金積積立立金金準準備備基基金金費費

計計 1100 332222,,334466 332222,,335566 332222,,334466

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

115555,,006677 6611,,116666 221166,,223333

((款款)) 66 諸諸支支出出金金

((項項)) 11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

775566 11 被被保保険険者者保保険険料料還還付付 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 77556611 第第１１号号被被保保 22,,224444 775566 33,,000000 2222 償償還還金金、、利利 775566

金金事事業業 775566 保保険険料料過過誤誤納納還還付付金金険険者者保保険険料料 子子及及びび割割引引

還還付付金金 料料

計計 113355,,001199 775566 113355,,777755 775566

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

222288,,337777 884477 222299,,222244

((款款)) 11 総総務務費費

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 11 総総務務費費 ((項項)) 11 総総務務管管理理費費

((項項)) 11 総総務務管管理理費費

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

442233 442244 22 一一般般事事務務事事業業 884477 1122 委委託託料料 88447711 一一般般管管理理費費 110033,,669933 884477 110044,,554400 1122 委委託託料料 884477

介介護護保保険険シシスステテムム改改修修委委託託料料

計計 115522,,119944 884477 115533,,004411 442233 442244

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

1100 332222,,334466 332222,,335566

((款款)) 44 基基金金積積立立金金

((項項)) 11 基基金金積積立立金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

332222,,334466 11 介介護護給給付付費費準準備備基基 2244 積積立立金金 332222,,33446611 介介護護給給付付費費 1100 332222,,334466 332222,,335566 2244 積積立立金金 332222,,334466

金金事事業業 332222,,334466 介介護護給給付付費費準準備備基基金金積積立立金金準準備備基基金金費費

計計 1100 332222,,334466 332222,,335566 332222,,334466

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

115555,,006677 6611,,116666 221166,,223333

((款款)) 66 諸諸支支出出金金

((項項)) 11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

775566 11 被被保保険険者者保保険険料料還還付付 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 77556611 第第１１号号被被保保 22,,224444 775566 33,,000000 2222 償償還還金金、、利利 775566

金金事事業業 775566 保保険険料料過過誤誤納納還還付付金金険険者者保保険険料料 子子及及びび割割引引

還還付付金金 料料

計計 113355,,001199 775566 113355,,777755 775566

− 131 −



((項項)) 22 繰繰出出金金
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 66 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 繰繰出出金金

6600,,441100 11 一一般般会会計計繰繰出出金金事事業業 6600,,441100 2277 繰繰出出金金 6600,,44110011 一一般般会会計計繰繰 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588 2277 繰繰出出金金 6600,,441100

一一般般会会計計へへのの繰繰出出金金出出金金

計計 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588 6600,,441100
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((項項)) 22 繰繰出出金金
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 66 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 繰繰出出金金

6600,,441100 11 一一般般会会計計繰繰出出金金事事業業 6600,,441100 2277 繰繰出出金金 6600,,44110011 一一般般会会計計繰繰 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588 2277 繰繰出出金金 6600,,441100

一一般般会会計計へへのの繰繰出出金金出出金金

計計 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588 6600,,441100

((項項)) 22 繰繰出出金金
（（単単位位：：千千円円））

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

((款款)) 66 諸諸支支出出金金 ((項項)) 22 繰繰出出金金

6600,,441100 11 一一般般会会計計繰繰出出金金事事業業 6600,,441100 2277 繰繰出出金金 6600,,44110011 一一般般会会計計繰繰 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588 2277 繰繰出出金金 6600,,441100

一一般般会会計計へへのの繰繰出出金金出出金金

計計 2200,,004488 6600,,441100 8800,,445588 6600,,441100
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（補正第２号）

令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算
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議案第８７号

令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算

令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４７，６９３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３０９，６０９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

33 繰繰越越金金 11 4477,,669933 4477,,669944

11 繰繰越越金金 11 4477,,669933 4477,,669944

歳歳 入入 合合 計計 11,,226611,,991166 4477,,669933 11,,330099,,660099

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連
22 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566

合合納納付付金金

後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連
11 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566

合合納納付付金金

44 諸諸支支出出金金 22,,555511 33,,226611 55,,881122

11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金 22,,555500 11,,110055 33,,665555

22 繰繰出出金金 11 22,,115566 22,,115577

歳歳 出出 合合 計計 11,,226611,,991166 4477,,669933 11,,330099,,660099
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第第 １１ 表表 歳歳 入入 歳歳 出出 予予 算算 補補 正正

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

33 繰繰越越金金 11 4477,,669933 4477,,669944

11 繰繰越越金金 11 4477,,669933 4477,,669944

歳歳 入入 合合 計計 11,,226611,,991166 4477,,669933 11,,330099,,660099

歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

款款 項項 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計

後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連
22 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566

合合納納付付金金

後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連
11 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566

合合納納付付金金

44 諸諸支支出出金金 22,,555511 33,,226611 55,,881122

11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金 22,,555500 11,,110055 33,,665555

22 繰繰出出金金 11 22,,115566 22,,115577

歳歳 出出 合合 計計 11,,226611,,991166 4477,,669933 11,,330099,,660099
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（補正第２号）

 令和７年度泉大津市後期高齢者医療特別会計補正予
 算に関する説明書
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

33 繰繰越越金金 １１ ４４７７，，６６９９３３ ４４７７，，６６９９４４

歳歳 入入 合合 計計 １１，，２２６６１１，，９９１１６６ ４４７７，，６６９９３３ １１，，３３００９９，，６６００９９
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歳歳 入入 歳歳 出出 補補 正正 予予 算算 事事 項項 別別 明明 細細 書書

１１ 総総 括括

歳歳 入入 （（単単位位：：千千円円））

款款 補補 正正 前前 のの 額額 補補 正正 額額 計計

33 繰繰越越金金 １１ ４４７７，，６６９９３３ ４４７７，，６６９９４４

歳歳 入入 合合 計計 １１，，２２６６１１，，９９１１６６ ４４７７，，６６９９３３ １１，，３３００９９，，６６００９９
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566 4444,,443322

44 諸諸支支出出金金 22,,555511 33,,226611 55,,881122 33,,226611

歳歳 出出 合合 計計 11,,226611,,991166 4477,,669933 11,,330099,,660099 4477,,669933
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歳歳 出出 （（単単位位：：千千円円））

補補 正正 額額 のの 財財 源源 内内 訳訳

款款 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源
一一 般般 財財 源源

国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566 4444,,443322

44 諸諸支支出出金金 22,,555511 33,,226611 55,,881122 33,,226611

歳歳 出出 合合 計計 11,,226611,,991166 4477,,669933 11,,330099,,660099 4477,,669933
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11 4477,,669933 4477,,669944

((款款)) 33 繰繰越越金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 33 繰繰越越金金 ((項項)) 11 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11 4477,,669933 4477,,669944 11 繰繰越越金金 4477,,669933 前前年年度度繰繰越越金金

計計 11 4477,,669933 4477,,669944
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２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11 4477,,669933 4477,,669944

((款款)) 33 繰繰越越金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 33 繰繰越越金金 ((項項)) 11 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11 4477,,669933 4477,,669944 11 繰繰越越金金 4477,,669933 前前年年度度繰繰越越金金

計計 11 4477,,669933 4477,,669944

２２ 歳歳 入入

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11 4477,,669933 4477,,669944

((款款)) 33 繰繰越越金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 33 繰繰越越金金 ((項項)) 11 繰繰越越金金

((項項)) 11 繰繰越越金金

節節
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 説説 明明

区区 分分 金金 額額

11 繰繰越越金金 11 4477,,669933 4477,,669944 11 繰繰越越金金 4477,,669933 前前年年度度繰繰越越金金

計計 11 4477,,669933 4477,,669944
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 ((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

4444,,443322 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 4444,,44332211 後後期期高高齢齢者者 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566 1188 負負担担金金、、補補 4444,,443322

連連合合納納付付事事業業 4444,,443322 保保険険料料等等負負担担金金医医療療広広域域連連 助助及及びび交交付付

合合納納付付金金 金金

計計 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566 4444,,443322

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,555511 33,,226611 55,,881122

((款款)) 44 諸諸支支出出金金

((項項)) 11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,110055 11 保保険険料料還還付付事事業業 11,,110055 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 11,,11005511 保保険険料料還還付付 22,,550000 11,,110055 33,,660055 2222 償償還還金金、、利利 11,,110055

保保険険料料過過誤誤納納付付還還付付金金金金 子子及及びび割割引引

料料

計計 22,,555500 11,,110055 33,,665555 11,,110055

((項項)) 22 繰繰出出金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,115566 11 一一般般会会計計前前年年度度精精算算 2277 繰繰出出金金 22,,11556611 一一般般会会計計繰繰 11 22,,115566 22,,115577 2277 繰繰出出金金 22,,115566

金金返返還還事事業業 22,,115566 一一般般会会計計へへのの繰繰出出金金出出金金

計計 11 22,,115566 22,,115577 22,,115566
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３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 ((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

4444,,443322 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 4444,,44332211 後後期期高高齢齢者者 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566 1188 負負担担金金、、補補 4444,,443322

連連合合納納付付事事業業 4444,,443322 保保険険料料等等負負担担金金医医療療広広域域連連 助助及及びび交交付付

合合納納付付金金 金金

計計 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566 4444,,443322

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,555511 33,,226611 55,,881122

((款款)) 44 諸諸支支出出金金

((項項)) 11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,110055 11 保保険険料料還還付付事事業業 11,,110055 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 11,,11005511 保保険険料料還還付付 22,,550000 11,,110055 33,,660055 2222 償償還還金金、、利利 11,,110055

保保険険料料過過誤誤納納付付還還付付金金金金 子子及及びび割割引引

料料

計計 22,,555500 11,,110055 33,,665555 11,,110055

((項項)) 22 繰繰出出金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,115566 11 一一般般会会計計前前年年度度精精算算 2277 繰繰出出金金 22,,11556611 一一般般会会計計繰繰 11 22,,115566 22,,115577 2277 繰繰出出金金 22,,115566

金金返返還還事事業業 22,,115566 一一般般会会計計へへのの繰繰出出金金出出金金

計計 11 22,,115566 22,,115577 22,,115566

３３ 歳歳 出出

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

（（単単位位：：千千円円））

((款款)) 22 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金 ((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

((項項)) 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合納納付付金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

4444,,443322 11 後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域 1188 負負担担金金、、補補助助及及びび交交付付金金 4444,,44332211 後後期期高高齢齢者者 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566 1188 負負担担金金、、補補 4444,,443322

連連合合納納付付事事業業 4444,,443322 保保険険料料等等負負担担金金医医療療広広域域連連 助助及及びび交交付付

合合納納付付金金 金金

計計 11,,119977,,112244 4444,,443322 11,,224411,,555566 4444,,443322

補補 正正 前前 補補 正正 額額 計計

千千円円 千千円円 千千円円

22,,555511 33,,226611 55,,881122

((款款)) 44 諸諸支支出出金金

((項項)) 11 償償還還金金及及びび還還付付加加算算金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

11,,110055 11 保保険険料料還還付付事事業業 11,,110055 2222 償償還還金金、、利利子子及及びび割割引引料料 11,,11005511 保保険険料料還還付付 22,,550000 11,,110055 33,,660055 2222 償償還還金金、、利利 11,,110055

保保険険料料過過誤誤納納付付還還付付金金金金 子子及及びび割割引引

料料

計計 22,,555500 11,,110055 33,,665555 11,,110055

((項項)) 22 繰繰出出金金

本本 年年 度度 のの 財財 源源 内内 訳訳 節節 説説 明明
目目 補補正正前前のの額額 補補 正正 額額 計計 特特 定定 財財 源源

一一般般財財源源 区区 分分 金金 額額 事事 業業 別別 区区 分分 内内 訳訳
国国府府支支出出金金 地地 方方 債債 そそ のの 他他

22,,115566 11 一一般般会会計計前前年年度度精精算算 2277 繰繰出出金金 22,,11556611 一一般般会会計計繰繰 11 22,,115566 22,,115577 2277 繰繰出出金金 22,,115566

金金返返還還事事業業 22,,115566 一一般般会会計計へへのの繰繰出出金金出出金金

計計 11 22,,115566 22,,115577 22,,115566
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令 和７年度泉大津市水道事業会計補正予算

（補正第２号）
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議案第８８号

令和７年度泉大津市水道事業会計補正予算

第１条 令和７年度泉大津市水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第２条 令和７年度泉大津市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

支 出

第１款 水道事業費用 千円 △ 千円 千円

第２項 営業外費用 千円 △ 千円 千円

第３条 予算第４条本文中「４１４，１３８千円」を「４１５，２９９千円」に、

「７１，９７１千円」を「３，０００千円」に、「２７０，４０１千円」を「３

４０，５３３千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

支 出

第１款 資本的支出 千円 千円 千円

第２項 企業債償還金 千円 千円 千円

令和７年１２月１０日提出

泉大津市長 南 出 賢 一
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令和７年度泉大津市水道

収 益 的

支 出

款 項 目

水 道 事 業 費 用

営 業 外 費 用

支 払 利 息
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事業会計補正予算実施計画

支 出

支 出

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

千円 千円

△ 208

△ 208

△ 208

千円
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資 本 的

支 出

款 項 目

資 本 的 支 出

企 業 債 償 還 金

企 業 債 償 還 金

− 156 −



支 出

支 出

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

千円 千円 千円
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(単位：千円)

（１） 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）

減価償却費

貸倒引当金の増減額（△は減少）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

賞与等引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入

受取利息

支払利息

資産減耗費

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

たな卸資産の増減額（△は増加）

その他流動負債の増減額（△は減少）

利息の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

（２） 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

国庫補助金等による収入

一般会計及び他の特別会計からの繰入金による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

（３） 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増減額（△は減少）

資金期首残高

資金期末残高

△ 39,617

△ 535

117

令令和和77年年度度泉泉大大津津市市水水道道事事業業予予定定キキャャッッシシュュ・・フフロローー計計算算書書

62,963

396,661

△ 139

△ 14,002

△ 135,974

△ 899

57,753

25,532

△ 11,402

（ 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）

小計 340,600

142

△ 57,753

283,746

899

△ 829,633

104,747

6,913

△ 58,834

2,878,661

2,819,827

△ 717,973

568,000

△ 192,607

375,393
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（補正第２号）

令和７年度泉大津市水道事業会計補正予算に関する説明書
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千円 千円 千円

収 益 的

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

水 道 事 業 費 用

支 払 利 息

営 業 外 費 用

△ 208

△ 208

△ 208
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千円 千円 千円

水道事業費用 営業外費用

支 出

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

△ 208

（款） （項）

企 業 債 利 子

　

千円 千円 千円

水道事業費用 営業外費用

支 出

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

△ 208

（款） （項）

企 業 債 利 子
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千円 千円 千円

資 本 的

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

資 本 的 支 出

企業債償還金

企 業 債 償 還 金
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千円 千円

資本的支出 企業債償還金

支 出

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

（款） （項）

企業債償還元金元 金

千円 千円

資本的支出 企業債償還金

支 出

各　　　　　目　　　　　明　　　　　細

節 金　額 備　　　　　考

（款） （項）

企業債償還元金元 金
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